
変更理由書 

 
「都市計画区域マスタープラン」は、都市計画法第 6 条の 2 に基づき定める

ものであり、都道府県がおおむね 5 年ごとに実施する都市計画基礎調査の結果

や都市を取り巻く社会情勢の変化、都市の課題および地域の資源・特性をふま

えて、概ね 20 年後の都市の将来像の実現に向けて、広域的・根幹的な都市計画

の基本的な方向性を示すものである。 
 福井県では、都市計画法に基づき、平成 16 年に県下全ての都市計画区域ごと

の「都市計画区域マスタープラン」を策定した。 
 現行の「都市計画区域マスタープラン（基準年：平成 22 年、目標年：平成 32
年）」は、平成 18 年から平成 21 年にかけて実施した都市計画基礎調査の結果を

受け、平成 26 年 2 月に改定された。 
 基準年からおおむね 10 年を経過し、都市計画に関する新たな法制度の整備・

改正等が行われたほか、県内でも「人口減少・超高齢社会の進行」「高速交通開

通による交流圏の拡大」「自然災害の頻発・激甚化」などの社会情勢の変化もみ

られることから、「市街地の低密度化・スポンジ化」「中心市街地の再生の長期

化」「農村地域の活力低下」等の課題や、令和 2 年から令和 3 年にかけて実施し

た都市計画基礎調査の結果をふまえて、現行計画を基本に「都市計画区域マス

タープラン」の見直しを行いたい。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

敦賀都市計画区域の整備、 開発および保全の方針 

（ 案）
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１  都市づく り の基本理念 

（ １ ） 港を活かし た産業、 歴史、 文化を育む都市づく り  

敦賀都市計画区域（ 以下、「 本都市計画区域」 と いう 。） は、 敦賀市のみで構成さ れ

ている単独都市計画区域である。  

嶺南地域の最も 東に位置し ており 、北側は敦賀湾に面し 、他の三方は山地に囲まれ、

笙の川が市街地の中心部を 流れている。敦賀港が天然の良港と し て北前貿易などで発

展し 、明治時代にはいち早く 鉄道が敷かれるなど、日本海に開かれた港町と し て都市

づく り が進めら れている。  

敦賀市の用途地域の人口は減少傾向が続いており 、 高齢率が高く なっ ている 。 ま

た、 中心市街地では、 人口減少、 高齢化が更に進行し ていると と も に、 低未利用地は

増加傾向と なっ ており 、中心市街地の空洞化になかなか歯止めがかから ない状況であ

る。  

一方、用途地域外の人口は増加傾向にあり 、虫食い的な宅地への転換により 農地が

徐々に減少し 、さ ら に、農業従事者の高齢化や担い手不足により 耕作放棄地も 増加し

ているこ と から 、 良好な田園環境・ 景観の喪失が懸念さ れる。  

こ れら に対応し ていく ためには、住民が地域への誇り や愛着を深めて住み続けてい

き たく なるよう に、 また他県の人が訪れ、 住みたく なるよう に、 住民参加・ 協働を通

し て、 個性を活かし た魅力ある都市づく り を 進めていく 必要がある。  

こ のため、 本都市計画区域では、「 敦賀港など環日本海交流の要衝であると いう 恵

まれた交通条件」、「 北陸道の総鎮守である氣比神宮等の歴史遺産や港の歴史を伝える

赤煉瓦倉庫等の文化的遺産」 および「 気比の松原や中池見湿地等の優れた自然環境」

等の地域の資源・ 特性を 守り 、 活かせるよう 、 土地利用の規制・ 誘導、 市街地整備を

図る。  

また、 敦賀駅周辺では、 魅力ある都市の玄関口と し て活力を 創出でき るよう 、 立地

適正化計画等に基づく 中心市街地の再生の取組みを 、官民連携でより 一層推進し エリ

ア価値の向上を 図る。さ ら に、国道 8 号のほこ みち指定などによる賑わいの創出を促

進する。  

一方、農村地域では、敦賀市土地利用調整条例などにより 優良な農地の保全や良好

な集落環境の形成の他、農村集落の活力の維持にも 配慮し て土地利用の規制・ 誘導を

図る。  

その結果、 都市の快適性、 利便性の向上、 魅力的な都市空間の創出による中心市街

地の再生への取組みの促進、農村地域における営農環境や田園環境、地域コ ミ ュ ニテ

ィ の維持が期待さ れる。  
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（ ２ ） 持続可能な多極連携型の都市づく り （ コ ンパク ト ・ プラ ス・ ネッ ト ワーク ）  

本都市計画区域では、用途地域外の一部でミ ニ開発が相当数行われている一方、市

街地の低密度化・ スポンジ化が進行し ており 、今後も 人口が減少し 高齢化し ていく 中、

地域コ ミ ュ ニティ の衰退が懸念さ れると と も に、「 商業、 医療・ 福祉、 地域公共交通

等の都市サービスの縮小・ 撤退」、「 防犯性の低下」、「 景観の悪化」 により 地域の生活

利便性や居住環境が低下し ていく おそれがある。  

本都市計画区域内の地域公共交通は、 都市の骨格と なる地域鉄道（ ハピラ イ ンふ

く い線、 JR小浜線） を主軸と し て、 主要駅である敦賀駅に路線バスやコ ミ ュ ニティ

バス等のフ ィ ーダー交通が接続するこ と で、 地域全体に展開さ れており 、 都市活動

を支える重要な広域交通網と し て機能し ている。 し かし 、 人口減少や少子高齢化等

による利用者の減少、 運転手や技術職員の人材不足など地域公共交通の経営は厳し

さ を 増し ている。  

地球温暖化など環境問題への更なる対応が求めら れており 、厳し い財政的制約も あ

る中、 地域公共交通を 軸と し て、 環境・ 経済（ 財政等）・ 社会（ コ ミ ュ ニティ 等） 的

にも 持続可能な都市づく り を 進めていく 必要がある。  

こ のため、無秩序な市街化を抑制すると と も に、敦賀駅をはじ めと し た地域拠点へ

の都市機能・ 居住の誘導、 市街地内の低未利用空間の有効利用を 進め、 まと まり と メ

リ ハリ のある市街地形成を 図る。  

また、県全体の交通利便性が向上し ていく よう に、北陸新幹線やハピラ イ ンふく い

線、 JR 小浜線と の結節点である敦賀駅における交通結節機能の強化に向けたフ ィ ー

ダー交通の充実、 既存駅の機能向上の他、 交通 DX、 他分野と の共創などにより 、 地

域公共交通ネッ ト ワーク の強化も 図り 、人口減少、超高齢社会の時代にふさ わし い持

続可能な多極連携型の都市づく り を進めていく 。  

その結果、生活利便性および居住環境の向上、中心市街地の再生への取組みの促進、

地域公共交通ネッ ト ワーク の利便性向上および効率的な運営、カ ーボンニュ ート ラ ル

の実現、 公共投資の効率化が期待さ れる。  
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（ ３ ） 高速交通開通を活かす都市づく り  

敦賀港を 中心と し て環日本海諸国と 対面する地理的優位性を 有する中、北陸新幹線

福井・ 敦賀開業、 舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備などにより 、 高速交通体系の整備

は飛躍的に進展するこ と から 、 経済圏・ 観光圏・ 生活圏が大き く 拡大し ていく 。  

また、 敦賀市を中心に、 通勤・ 通学、 買い物等の広域的な日常生活圏が形成さ れて

いる中、広域交通ネッ ト ワーク の整備進捗により 、更に広域的な圏域で都市活動が促

さ れており 、 嶺南地域の中心都市と し ての重要性がより 一層高まっ ている。  

産業の生産拠点の国内回帰、企業の地方移転も 進みつつある中、こ れら の高速交通

開通のイ ンパク ト をまちづく り に最大限活かすと と も に、都市間の連携・ 交流を 促進

する都市づく り を 進めていく 必要がある。  

こ れら に対応するため、 北陸自動車道敦賀 I C等の広域交通結節点の周辺における

新たな産業拠点の形成、広域交通結節点と 県内の産業拠点を連絡する国道 8 号等の整

備など、 高速交通開通の効果を 最大化する都市基盤・ 機能の整備・ 配置を、 計画的か

つ一体的に進めていく 。  

また、新たな産業拠点の周辺部における潜在的な開発需要も 考慮し た土地利用の規

制・ 誘導、 都市圏を 支える広域的・ 根幹的な都市施設である舞鶴若狭自動車道 4 車線

化の整備、 既存スト ッ ク の有効利用（ 共同利用） など、 都市圏の広域性を ふまえた都

市環境の構築を 図る。  

その結果、 産業振興、 地域経済の活性化、 都市間の連携・ 交流の促進、 公共投資の

効率化が期待さ れる。  
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（ ４ ） 安全・ 安心に住み続けら れる都市づく り  

本都市計画区域は、笙の川や井の口川沿いなどに洪水浸水想定区域が広がっ ており 、

こ れら の区域の一部は浸水深が 3m以上になると 想定さ れる。 また、 河川の氾濫や河

岸の浸食により 家屋倒壊等の被害が発生する おそれがある区域も 複数ある。 さ ら に、

敦賀港付近には、津波による浸水が想定さ れる区域が、平地部を取り 囲む山地の裾野

部には、 土砂災害のおそれのある区域が多数点在し ているなど、 洪水、 雨水出水の水

害や土砂災害等の災害リ スク が広く 分布し ており 、防災性の更なる向上が求めら れて

いる。  

北陸自動車道、国道 8 号、国道 365 号などが通行止めと なっ た「 令和 4 年 8 月豪雨」、

北陸自動車道の通行止め、 JR 北陸本線の運休などにより 市民生活に大き な影響を与

えた「 平成 30 年 2 月豪雪」、「 令和 3 年 1 月大雪」 と 自然災害が度々発生し ており 、

単に利便性の高い都市的な住まい方を 求める だけでなく 、 安全・ 安心に関する意識、

地域の自助・ 共助に関する意識が更に高まっ ている。  

こ れら に対応し ていく ためには、災害リ スク の回避・ 低減の観点から 総合的な防災

まちづく り を推進し 、全ての住民が住み慣れた地域で安全に安心し て暮ら し 続けら れ

る都市づく り を 進めていく 必要がある。  

こ のため、 水害や土砂災害等の災害リ スク を考慮し た土地利用の規制・ 誘導、 避難

体制の強化、 計画的な避難地・ 避難路の整備、 河川改修の推進などソ フ ト ・ ハード の

両面から 都市の防災性の向上を図る。  

また、氣比神宮周辺の老朽木造住宅等の割合が高い地区では、建築物の耐火性を確

保すると と も に、地域コ ミ ュ ニティ のつながり を活かし た避難方法の確立などに取り

組む。  

さ ら に、 盛土による災害を防止するための規制区域（ 宅地造成等工事規制区域） の

指定、 大規模盛土造成地の安全性把握調査の実施を 推進する。  

その結果、 水害や土砂災害等による被害が軽減さ れ、 安全・ 安心に住み続けら れる

都市づく り が促進さ れる。  
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２  区域区分の設定の判断 

（ １ ） 区域区分の設定の有無 

無し  

 

（ ２ ） 区域区分の設定の判断理由 

本都市計画区域の人口は減少傾向にあるが、「 世帯の分離、 住宅の敷地規模拡大に

よる住宅用地需要」、「 製造品出荷額等の増加による工業用地需要」 が推測さ れると と

も に、「 北陸新幹線など高速交通体系の整備」に伴い市街化の圧力が高まると 考える。

また、用途地域外に開発が拡散し ている傾向にあるこ と から 、無秩序な市街化が進行

する可能性がある。  

こ の無秩序な市街化は、まと まり と メ リ ハリ のある計画的な市街地形成を 妨げると

と も に、「 浸水や土砂災害など災害リ スク の高いエリ アでの開発」、「 自然環境や営農

環境の悪化」 等を 引き 起こ すおそれがあるため、適切な方法でコ ント ロールし ていか

なければなら ない。  

区域区分を設定し た場合、「 無秩序な市街化の抑制」、「 市街地内の低未利用地の有

効利用」、「 中心市街地への都市機能や居住の誘導」など一定の効果が見込めるも のの、

現行の用途地域において、 市街化調整区域に移行する地区が生じ る こ と で、「 こ れま

での計画的な都市づく り への影響」、「 地価下落による社会的影響」 が懸念さ れる。  

こ のため、区域区分により 県が一律に土地利用を 規制し ていく のではなく 、県と 敦

賀市と の適切な調整・ 役割分担のも と 、 地域の実情や望まし い将来像を 勘案し て、 立

地適正化計画や「 特定用途制限地域」 等により 、 き め細やかに土地利用の規制・ 誘導

を図っ ていく 。  
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３  市街地の規模と 配置 

（ １ ） 10 年後の市街地のおおむねの規模と 配置 

北陸新幹線福井・ 敦賀開業、舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備など高速交通体系の

整備が飛躍的に進展すると と も に、産業の生産拠点の国内回帰、企業の地方移転が全

国的に進みつつある中、本都市計画区域では、製造品出荷額等が増加する見込みであ

る。 こ のため、 広域交通結節点と なる高速道路 I C周辺において、「 土地利用や都市基

盤整備の状況・ 見通し 」、「 周辺の営農環境、 自然環境への影響」 等を勘案し て、 需要

に応じ た新たな産業拠点の形成を 検討する。  

一方、 10 年後のおおむねの人口規模に応じ た可住地が用途地域内に確保さ れてお

り 、 住宅用地は現在の用途地域を 基本に誘導し ていく 。  

なお、用途地域のう ち現に市街化さ れておら ず、当分の間営農が継続さ れるこ と が

確実であるこ と 等により 、市街地整備が図ら れる見込みがない区域で、当該用途地域

の一体的かつ計画的整備を 図るう えで支障のないも のは、農業振興地域制度の適正な

運用なら びに自然的環境を 保全するための土地利用規制を 図っ た上で、用途地域の指

定廃止を検討する。  

 

                                    （ 単位： ha）  

おおむねの市街地の規模 R2 R12 

敦賀都市計画区域    1, 672    1, 711 以内 

 

  ※ R12 のおおむねの市街地の規模のう ち、 R2 から の増加分 39ha は、 今後 10 年間で新

たに必要と なる工業用地面積と し て、製造品出荷額等に基づき 推計し たも のであり 、

こ の規模の範囲内で、 新たな産業拠点の形成に向けて、 工業用地需要等に応じ た計

画的な市街地形成を検討し ていく 。  
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（ ２ ） 10 年後の市街地に配置するおおむねの人口、 世帯数 

                      （ 単位： 人）  

おおむねの人口 R2 R12 

敦賀都市計画区域 
  49, 200 

  （ 62, 500）  
  46, 600 

  （ 59, 200）  

※（  ） 内は都市計画区域人口 

 

（ 単位： 世帯）  

おおむねの世帯数 R2 R12 

敦賀都市計画区域 
  21, 300 

  （ 27, 100）  
  22, 000 

  （ 27, 900）  

※（  ） 内は都市計画区域世帯数 

 

 

（ ３ ） 10 年後の都市のおおむねの産業規模（ 過去のト レンド による将来の見通し ）  

（ 単位： 百万円）  

おおむねの商業年間販売額 R2 R12 

敦賀都市計画区域    155, 300    129, 100 

 

 

（ 単位： 百万円）  

おおむねの製造品出荷額等 R2 R12 

敦賀都市計画区域    132, 500    227, 700 
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４  土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針 

集約型都市構造に向けて市街地の再構築を 図るため、立地適正化計画に基づく 取組

みの着実な実現を 図る。  

居住誘導区域、 都市機能誘導区域については、 人口動態、 経済活動、 市街地形成の

成り 立ち、 土地利用や都市基盤の状況・ 見通し 、 地域公共交通の利便性、 災害リ スク

等を 勘案し 、 メ リ ハリ をつけて設定する。  

 

（ １ ） 主要な用途の配置の方針 

土地の自然的条件、 土地利用や都市基盤整備の状況・ 見通し を 勘案し て、 各用途を

適正に配置するこ と により 、 都市機能を 維持・ 増進し 、 かつ、 居住環境の保護、 産業

の利便の増進、 公害の防止等を 図り 、 適正な都市環境を保持するよう に定める。 特に

以下の事項に配慮し て配置する。  

① 既成市街地 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 商業施設、 業務施設および公共施設等の各種都市

機能が集積し ており 、 生活利便性が高い地域であるが、 低未利用地は増加傾向で

あり 、 高齢化率については市全体より も 高く なっ ている。 こ のため、 積極的に居

住の誘導を図り 、 居心地が良く 歩き たく なるまちなかを 創出する。  

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の良好な低層住宅地の居住環境を維持す

る。  

ロ） 商業地 

○敦賀駅周辺は、ハピラ イ ンふく い線と JR小浜線の鉄道、バス路線および幹線道路

から なる広域的な交通結節点であり 、 北陸新幹線福井・ 敦賀開業により その重要

性が更に高まるため、 嶺南地域での中心的な商業地と し て、 商業施設や業務施設

等の一層の集積を図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地域の拠点と なる商業地を維持する。  

ハ） 工業地 

○呉羽町、 東洋町、 若泉町、 敦賀港北部等の工業地を維持する。  

② 新市街地 

○広域交通結節点と なる高速道路 I C周辺において、工業用地の需要に対応するため、

新たな産業拠点と し て、工業の利便性を増進でき るよう 工業地の配置を 検討する。 

○敦賀港国際物流タ ーミ ナル拡張事業が計画さ れている 鞠山南地区において、 港湾

機能と 都市機能の調和の観点から 、 用途地域の指定を 検討する。  
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（ ２ ） 用途の転換、 純化または複合化に関する方針 

① 用途の転換 

○工業地域や準工業地域に指定さ れているが、 工業ではない他の用途の土地利用が

進んでおり 、 今後も 工業の土地利用の需要が低く 住宅や商業等他の土地利用の需

要が高く なる場合は、 地区内や周辺の土地利用状況および都市基盤の整備状況を

考慮し て、 住宅地や商業地等への転換を図る。  

○市役所周辺は、 コ ミ ュ ニティ バス等における交通結節点であるため、 日常生活を

支える商業施設等の集積に向けて、 商業地等への転換を 図る。  

○なお、 商業地に転換する際には、 敦賀駅周辺の都市の中心的な商業地や県道敦賀

美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地域拠点と なる商業地の維持・ 活性化に配慮す

る。  

② 用途の純化 

○集約型都市構造に向けて、 敦賀駅周辺等の地域拠点に都市機能を 誘導し ていく た

め、 準工業地域等においては「 特別用途地区」 を 活用し 大規模集客施設の立地規

制を 図る。  

○新たに用途を 配置する 地区や良好な環境が形成さ れている市街地では、「 地区計

画」 の積極的な活用を 図り 、 魅力ある市街地を醸成する。  

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の低層住宅地では、 良好な居住環境を維

持する。  

③ 用途の複合化 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 地域経済の維持・ 活性化や都心居住の推進のため

に、 商業施設、 業務施設および公共施設等の誘導すべき 用途を 明確にし 、 適切な

土地利用調整を 行っ た上で、 複合的な土地利用を 図る。  

○住宅地においても 、 超高齢社会の進行、 働き 方の多様化に対応し て、 日常生活に

必要な施設、 職住近接を 支える施設と し て利活用するなど都市アセッ ト の柔軟な

利活用の需要がある場合は、良好な居住環境を維持し つつ「 特別用途地区」 や「 地

区計画」 も 活用し ながら 複合的な土地利用を 図る。  
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（ ３ ） 市街地における建築物の密度構成および高度利用に関する方針 

① 市街地における建築物の密度構成に関する方針 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を 推進するた

め、 土地利用の動向や都市施設の整備状況を 考慮し て、 歩いて暮ら すこ と ができ

る高密度な土地利用を 図る。  

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の良好な低層住宅地では、 戸建て住宅で

ゆと り ある居住環境を 保つため、 比較的低密度な土地利用を 図る。  

ロ） 商業地 

○敦賀駅周辺の中心市街地は、 鉄道路線や、 バス路線および幹線道路から なる 広域

的な交通結節点であり 、 嶺南圏域の中心的な商業地と し て、 土地利用の動向を考

慮し て、 既存の都市施設が有する機能を 有効に活用でき 、 商業施設や業務施設等

の集積を 可能にする高密度な土地利用を図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた商業地は、 地域の拠点と なる商業地で

あるため、 比較的高密度な土地利用を 図る。  

ハ） 工業地 

○工業地・ 流通業務地は、 従来の景観や環境を維持する ため、 比較的低密度な土地

利用を図る。  

 

② 高度利用に関する方針 

敦賀駅周辺は、ハピラ イ ンふく い線と JR小浜線の地域鉄道、北陸自動車道および

敦賀港から なる環日本海交流の要所で、 今後、 北陸新幹線福井・ 敦賀開業およ び舞

鶴若狭自動車道 4 車線化の整備により 、 広域的な交通結節機能が更に高まっ ていく

地区であり 、 都市の生活利便性を 向上さ せる ため、 買回り 品を 扱う 商業施設や業務

施設等の集積を 図るのにふさ わし い地区である。  

こ のため、 敦賀駅周辺では、 都市における人口や商業等の産業の見通し および望

まし い中心市街地の将来像を ふまえ、 土地利用の動向および都市施設の整備状況を

考慮し て、「 土地の高度利用」 または「 国際または県際の交流も 視野に入れた広域的

な都市機能の集積拠点化」 を 図る こ と で、 県内外の人々が活発に交流する、 嶺南地

域の拠点にふさ わし い賑わいのある中心市街地を形成する。  
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（ ４ ） 用途地域外の土地利用の方針 

まと まり のある市街地の形成や自然的環境の保全のために、以下に示す地域毎の土

地利用の方針を ふまえ、農林漁業に係る土地利用と の調整や農業振興地域制度の適正

な運用を図り ながら 、 用途地域外の開発は抑制し ていく こ と を 基本と する。  

① 特に開発を 抑制または制限すべき 地域 

イ ） 自然環境を 有する地域 

国定公園指定地域の敦賀湾の海岸や中池見湿地、 山地、 里山および笙の川等の

自然地は、 生物多様性の確保、 地球温暖化の防止、 水源のかん養等のために、 開

発の抑制を 図る。  

ロ） 優良な農地を有する地域 

一団と なっ た農地や土地改良事業等が施行さ れた優良な農地は、 基礎的な農業

の生産基盤であり 、 良好な状態で維持・ 保全する と と も に、 農地が持つ保水機能

の維持、 生物多様性の確保および田園風景の維持のために、 開発の抑制を 図る。  

ハ） 良好な景観を有する地域 

歴史的街並みや自然眺望等、 良好な景観を 有する地域は、 地域の個性と し て次

世代へと 継承し ていく ために、 開発の制限を図る。  

ニ） 自然災害の危険性が高い地域 

水害等の災害リ スク の高い地域では、 開発の制限を 図る。  

ホ） 無秩序な開発が予想さ れる地域 

幹線道路沿線など無秩序な開発が進行するおそれのある地域については、「 特定

用途制限地域」 を 設定する など、 適切な方法によ り 、 開発の制限を図る 。 特に新

たな幹線道路を整備する場合は、「 特定用途制限地域」 等の開発制限を 事業着手ま

でに設定する。  

② その他の地域 

○農村集落は、 昔ながら の良好な集落環境を 維持し 、 田園風景に調和し た土地利用

を 図る。 また、 農村集落の隣接部では、 農家の世帯分離、 U タ ーン等による宅地

需要がある場合は、 良好な生産基盤を確保し 、「 土地利用や基盤整備の状況・ 見通

し 」、「 義務教育施設等の公共施設の立地状況」、「 自然環境、 営農環境、 集落環境

への影響」、「 災害リ スク の回避・ 低減」 を 十分に勘案し た上で、 適切な規模の開

発を 許容する。  

○粟野地区など、 新興住宅地等の都市的な土地利用を行っ ている地域は、 自然環境

や田園風景に調和し た土地利用を 図る。  

○優良な農地以外の農地等の自然的環境を 有する地域も 、 保全する こ と を 基本と す

る。  
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（ ５ ） 用途地域外の土地利用の規制・ 誘導方策の活用方針 

○主要な幹線道路沿道など郊外での開発を 促進するよう な大規模小売店舗等が立地

するおそれがある地域については、「 通勤等に係る道路交通」、「 土地利用の分布や

規制」 および「 地価」 の状況や今後の見通し 等の実態を ふまえて、「 特定用途制限

地域」 の適用を 検討する。  

○無秩序な住宅地の拡大を 抑制し 、 居住誘導区域への人口集約を 促進するため、 居

住調整地域の指定、 土地の流動化も 勘案し た「 敦賀市土地利用調整条例」 の見直

し を 検討すると と も に、 敦賀市の立地適正化計画による居住誘導策を推進する。  

○地域の環境を 損なう よう な中高層の建築物の建築を抑制し 、 宅地開発が地域環境

に調和するよう に「 建築形態コ ント ロール（ 建ぺい率、 容積率等）」 の見直し を必

要に応じ て検討する。  

○「 土地利用の分布や規制」 およ び「 地価」 の状況や今後の見通し 等の実態を ふま

えて、 良好な居住環境や景観を 損なう よう な施設が立地する恐れがある農村集落

等については、「 地区計画」による建築物の用途・ 形態等の制限の適用を 検討する。  

○農業振興地域制度の適正な運用により 、 優良農地等の保全を 図る。  

 

（ ６ ） 景観の保全等の方針 

○歴史的街並みや自然眺望等、 良好な景観を 有する地域は、 景観計画等、 景観法に

基づく 手法により その景観の保全を図る。  

○相生町や蓬莱町では、近代的な洋風の建築物と 木造和風建築物が共存し ているが、

老朽化し た建築物が密集し 防災性の低い地域も あるこ と から 、 防災性の向上に配

慮し た上で、 こ の良好な歴史的遺産を 活かし た街並みの形成を 図る。  

○幹線道路の沿道等に設置さ れる 屋外広告物については、 福井県屋外広告物条例等

を 活用し 、 周辺の良好な景観と 調和するよう 誘導を図る。  
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５  都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針 

（ １ ） 交通施設について 

① 交通体系の整備の方針 

○都市間の交流と 連携を支援する幹線道路の整備を 促進する。  

○通勤・ 通学、 買い物等の日常生活が快適と なる 道路ネッ ト ワーク の充実を 図る と と

も に、 生活空間における道路の安全、 安心（ 歩道整備、 バリ アフ リ ー化） を 確保し 、

住みやすい環境基盤を 整備する。 また、 自動車に頼ら ず誰も が容易に移動でき るよ

う 、 鉄道やバスなどの公共交通機関と の連携を 強化し 、 交通の基盤づく り を 推進す

る。  

○大規模災害時においても 、 人やモノ の輸送を 安定的に確保する ため、 重要物流道路

や緊急輸送道路などの防災・ 減災対策を 進める と と も に、 複数ルート が確保でき る

道路ネッ ト ワーク の形成を 推進する。  

○長期未着手の都市計画道路については、 都市の状況・ 将来像、 整備の実現可能性を

勘案し 、 都市計画の廃止、 変更を含めた見直し を 進める。  

○新たに幹線道路を 配置する 際には、 計画的な市街地形成を 阻害する おそれのある開

発を 誘発し ないよ う に、 道路交通処理機能が低下し ないよ う に、 更に自然的環境が

損なわれないよう に、 道路の位置や構造の調整および沿道の土地利用規制を 図る。  

○道路施設の老朽化対策については、 長寿命化修繕計画に基づき 計画的に実施すると

と も に、 事後保全から 予防保全への転換を 図る こ と により 、 持続可能な道づく り を

推進する。  

○敦賀港については、 地域経済の活性化のため、 港湾機能の強化を 図る と と も に、 利

用拡大を進める。  

② 主要な施設の配置の方針 

イ ） 公共交通関連施設の配置 

○地域鉄道（ ハピラ イ ンふく い線、 JR 小浜線） を主軸と し て、 敦賀駅から 展開する路

線バスやコ ミ ュ ニティ バス等のフ ィ ーダー交通の充実によ り 、 地域公共交通ネッ ト

ワーク の強化を図る。  

○沿線市町や交通事業者と の意思疎通を 図り ながら 、既存駅の機能向上の他、交通 DX、

他分野と の共創などにより 、 公共交通の利用環境の向上を 図る。  
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ロ） 道路の配置 

○新幹線効果を 最大限に活かし 、 経済の活性化およ び安全で安心な交通の確保に寄与

する敦賀第 2 環状道路の整備の必要性を検討する。  

○既存道路空間の再構築等による 歩行者・ 自転車空間の拡大によ り 、 心地よ さ が感じ

ら れ、賑わいのある美し い道路空間や緑豊かな、ゆと り ある空間を創出する。また、

市街地内における自転車走行空間のネッ ト ワーク 化を 進める。  

○道路の構造は、 自転車およ び高齢者・ 障がい者を 含む全ての歩行者が安全かつ円滑

に移動でき るよう に配慮する。  

 

ハ） 港湾の配置 

○敦賀港は、 鞠山南地区の拡張整備によ り 貨物の集約・ 物流の効率化を 進め、 国際物

流タ ーミ ナルと し ての機能強化、 災害時における 物資輸送拠点と し ての機能強化を

図る。  

 

③ 交通施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の交通施設を 以下に示す。  

路線名 整備予定区間 

国道 8 号 
敦賀市挙野～田結 

（ 敦賀防災道路）  

国道 8 号 
敦賀市白銀町～鉄輪町 

（ 歩道整備、 無電柱化）  

国道 8 号 
鳩原跨線橋 

（ 橋梁架替）  

国道 161 号 
敦賀市疋田～駄口 

（ 愛発除雪拡幅）  

敦賀港拡張整備 
鞠山南国際物流タ ーミ ナル 

（ 岸壁・ ふ頭用地）  
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（ ２ ） 下水道について 

① 下水道の整備の方針 

○「 福井県内の汚水処理施設整備の現状と 見通し 」 に基づいて、 公共下水道・ 農業集

落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な役割分担のも と 、 汚水処理施設の

整備を 進め、 未普及地域の早期解消を 図り 、 良好な水環境の保全を目指す。  

○施設の計画的な維持修繕、 広域化・ 共同化を 図る こ と によ り コ スト 縮減に努め、 持

続可能な経営を目指す。  

○下水道施設の適切な運転管理を 図ると と も に、 下水道施設の「 防災」 と 「 減災」 を

組み合わせた総合的な災害対策を 推進し 、 自然災害が発生し た場合においても 下水

道の有すべき 機能を 維持するこ と で、 安定し た下水道サービスの提供を 目指す。  

○集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、 内水氾濫の被害リ スク が増大し ているた

め、 雨水管整備等の浸水対策を 推進する。  

② 整備水準の目標（ 行政区域の整備水準）  

（ 単位： %）  

普及率※1 R2 R12 

敦賀市 94（ 86） ※2 97（ 91）  

※1 普及率（ ＝汚水処理人口普及率）： 汚水処理施設（ 公共下水道、 農業集落排水施

設等、 合併処理浄化槽、 その他の汚水処理施設） の供用人口※3／行政人口×100 

※2 （  ） は公共下水道の普及率： 公共下水道の供用人口／行政人口×100 

※3 供用人口： 汚水処理施設を 使用するこ と ができ る状況にある人口 

③ 下水道の整備目標 

おおむね 10 年以内に下水道を 整備する地区を以下に示す。  

市町名 
おおむね 10 年以内に整備する地区 

用途地域内 用途地域外 

敦賀市 中郷、 粟野地区の各一部 松原地区の一部 
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（ ３ ） 河川について 

① 河川の整備の方針 

イ ） 治水機能の確保 

○気候変動によ る災害の激甚化・ 頻発化を 踏まえ、 治水対策は従来の河川改修による

対策だけでなく 、 流域のあら ゆる 関係者（ 国・ 県・ 市町・ 企業・ 住民等） と の協働

により 、 田んぼダム、 校庭貯留や公園貯留等の流域のあら ゆる 既存施設を 活用し た

流出抑制対策、 リ スク の低いエリ アへの居住や都市機能の誘導や住まい方の工夫等

の地域づく り と 一体と なっ た対策およ び危機管理対策を 効果的、 効率的に組み合わ

せた、 流域全体で総合的かつ多層的な流域治水の推進を図る。  

○「 人口や資産が集積し ている市街地を 流下する 県民生活上特に重要な河川」、「 浸水

被害が頻発し ている河川」 等について重点的、 効率的な治水対策を推進する。  

○河川改修に当たっ ては、 良好な水辺空間を 形成するため河川のも つ多様な自然環境

や生態系に配慮し た川づく り を 推進する。  

○都市部を 流れる河川の流域において、 著し い浸水被害が発生し 、 又はそのおそれが

あり 、 かつ、 河道等の整備による 浸水被害の防止が市街化の進展や自然的条件等に

よ り 困難な地域については、 特定都市河川等の指定を 検討し 、 雨水流出増加の抑制

や流域の貯留・ 浸透機能の向上、 水害リ スク を 踏まえた土地利用等の対策を 図る。  

ロ） 水と 緑豊かな水辺空間の保全と 整備 

○河川空間の整備においては、 河川が有する 多様な自然環境の保全を 前提に、 良好な

都市空間の創出、 生物多様性の確保および河川の利活用に配慮する。  

○敦賀市と 連携し て地域住民や河川愛護団体によ る 草刈清掃、 花壇整備等の自主的な

河川美化活動を支援し 良好な河川環境を保全・ 整備する。  

② 河川の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。  

整備方針 河川名 全体計画延長（ km） ※1 整備内容 
おおむね 10 年以内に

整備する区間（ km） ※2 

治水機能

の確保 

笙の川 1. 5km 

（ 河口～木の芽川合流点） 

河床掘削、

橋 梁 の 改

築・ 補強 

（ 完成）  

井の口川 4. 7km 

（ 河口～大瀬川合流点）  

河床掘削、

河道拡幅 

0. 8km（ 河口～安堵橋） 

0. 5km（ 三味線川合流

点～国道 27 号）  

※1 （  ） 内は全体計画区間を示す。  

※2 （  ） 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を 示す。 但し 、 おおむね 10 年以内

に完成する河川等は、「 完成」 する旨を示す。  
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（ ４ ） その他の都市施設について 

○その他の都市施設を 配置する場合は、 住民の生活や産業活動の利便性、 居住環境や

自然的環境の保全およ び土地利用や都市基盤整備の動向等を 考慮し 、 また都市機能

を 維持・ 増進し 、 安全で安心し て生活でき る 良好な都市環境が形成さ れる よう に配

慮する。  

○中心市街地の活性化、 居心地が良く 歩き たく なる まち なかの形成、 子ども から 高齢

者までが安心し て活動でき る 公共空間づく り 等のために、 敦賀市立地適正化計画に

おける 「 都市機能誘導区域」 や「 誘導施設の設定」 に基づき 、 敦賀駅周辺の交通結

節点を はじ めと し た地域拠点に教育文化施設、 医療施設、 社会福祉施設等の都市機

能の集約を図る。  
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６  市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針 

（ １ ） 基本方針 

市街地の低密度化・ スポン ジ化が進行し ており 、 市街地開発事業は、 集約型都市構

造に向けて市街地の再構築を 図るために活用し ていく こ と を 基本と する。  

市街地の再構築における市街地開発事業は、「 鉄道駅周辺など都市機能を 集積さ せる

べき 既成市街地の地域拠点であり ながら 有効な土地利用がなさ れていない地区」、「 都

市基盤が不十分な密集市街地において、 防災性の向上や居住環境の改善が必要な地区」

を中心に活用し ていく 。  

一方、 高速交通開通の効果を 最大化する都市基盤・ 機能の整備・ 配置を 、 計画的か

つ一体的に進めていく こ と も 重要であり 、 広域交通結節点と なる高速道路 I C周辺にお

ける新たな産業拠点形成に向けて市街地開発事業を 活用し ていく 。  

また、 市街地開発事業を 実施する 場合、 目指すべき 将来の市街地像を ふまえ、 質の

高い良好な市街地環境が形成さ れるよう 「 地区計画」 を 併せて活用する。  

 

（ ２ ） 市街地開発事業の決定の方針 

 ○用途地域内の都市基盤が不十分な地区においては、 宅地需要を 考慮し 、 ゆと り ある

居住環境の確保や産業の活性化等のため、 都市の人口フ レーム、 産業フ レ ームをふ

まえ、 必要に応じ て土地区画整理事業の活用を図る。  

○都市機能を集積さ せるべき 既成市街地の地域拠点であり ながら 有効な土地利用がな

さ れていない地区においては、 低未利用地の集約による 土地の有効利用、 駅前広場

や幹線道路など都市施設の整備拡充に向け、 土地区画整理事業の活用を 図る。  

○既成市街地において、敷地が細分化さ れ、低未利用地が点在し ているよう な地区で、

道路等の都市施設を 整備する 場合は、 敷地の再編・ 集約化を 目的と し た土地区画整

理事業の活用を図る。  

○老朽木造住宅等が密集し 道路等の都市施設の整備が不十分なため、 防災上・ 居住環

境上問題がある可能性のある 地区においては、 防災性の向上と 居住環境の改善を図

るために、 実態を 十分調査し た上で、 歴史的街並みの維持や調和に配慮し ながら 土

地区画整理事業等の活用を図る。  

○鉄道駅周辺の中心市街地で、 商業施設や業務施設等の集積地である にも かかわら ず

有効な土地利用がなさ れていない地区、 防災上危険な密集地区においては、 細分化

さ れた敷地の統合、 不燃化さ れた共同建築物の建築、 都市機能や居住の集積、 公共

施設空間や有効空地の確保のため、 都市基盤や周辺環境への影響等も 勘案し て、 市

街地再開発事業等の活用を 図る。  

○市街地再開発事業等を 実施する 場合には、 地域の床需要に合わせて保留床の規模を

決定するなど、 まちの実情にあっ た計画と する。  
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７  自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決定等の方針 

（ １ ） 基本方針 

本都市計画区域は、 気比の松原や中池見湿地、 および笙の川等の主要河川が優れた

自然的環境を形成し ている。  

また、 都市内では、 市街地が田園や里山に取り 囲まれており 、 多く の小河川が流れ

ている。  

こ のよ う な都市の自然的環境を ふまえ、 生態系やレ ク リ エーショ ン のネッ ト ワーク

機能の強化に向けて、 自然的環境の保全または整備を図る。  

※自然的環境を 保全または整備する 際には、 自然環境データ 等に記載さ れている 優れ

た風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地等の地域を十分に考慮する。  

 

（ ２ ） 都市の緑の目標 

都市の緑の特色は、市街地の周辺地域（ 用途地域外） に良好な緑地が豊かに分布し 、

公共的なレ ク リ エーショ ンの場も 多く 整備さ れているこ と にある 。 こ れら 周辺の緑地

は、 市街地内の住民に供さ れる緑地と し て非常に重要な役割を も っ ている。 こ のよう

な都市の緑の特色を 考慮し 、市街地周辺の緑地を含めた緑地面積を市街地 （ 用途地域）

面積の 30%以上確保するこ と を目標水準と する。  

また、 都市公園等の施設と し て整備すべき 緑地については、「 緑の基本計画」 等にお

いて設定さ れた数値目標の達成を 目指し 、 地域の実情に応じ た都市公園等を 整備する。 

 

（ ３ ） 主要な緑地の配置の方針 

○開発動向を ふまえ都市公園が不足し ている 地域では、 生態系やレ ク リ エーショ ンの

ネッ ト ワーク 機能の他、 防災機能も 考慮し 、 適切な規模・ 誘致圏を 有する 都市公園

の配置を 図る 。 また、 既存の都市公園においては、 施設の老朽化の状況、 利用状況

やニーズの変化、 将来の土地利用計画を ふまえ、 改修または機能再編・ 拡充を 推進

する。  

○市街地内の緑地や、 その周辺に分布する田園、 天筒山、 木崎山等の里山、 屋敷林や

鎮守の森およ び笙の川や井の口川等の河川等の緑地は、 都市の良好な環境を 保全す

る ために重要な役割を 果たし ているため、 身近な緑地と し て親し める よう に保全す

る。  

○里山から 市街地への緑地の連続性を 確保するために、 環境に配慮し た河川の整備や

幹線道路の緑化等による緑のネッ ト ワーク 化を 図る。  
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（ ４ ） 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針 

① 施設緑地（ 都市公園等）  

環境保全機能、 レ ク リ エーショ ン 機能、 防災機能およ び景観構成機能等の確保や放

射環状型緑地の形成を 勘案し 、 市街地内の低未利用地や歴史・ 文化的資源を 活用し な

がら 都市公園等を整備し 、 グリ ーンイ ンフ ラ の取組みを 推進する。  

既存の都市公園のスト ッ ク を 有効活用する ための取組みと し て、 適正な維持管理に

よる公園施設の長寿命化、民間活力を 活かし た公募設置管理制度（ Par k-PFI ） の活用、

都市公園の再編・ 集約化を 推進する。  

② 地域制緑地（ 風致地区、 緑地保全地域等）  

都市内の自然的環境を 保全するために、 優れた風致や景観およ び貴重な動植物の生

息地や生育地を 有する 緑地において、 開発の動向や建築物の立地状況を 考慮し て、 風

致地区や緑地保全地域等の活用を 図る。  



（ ７ ） 敦賀都市計画区域 
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８  防災まちづく り の基本方針 

○都市計画区域内に存在する 水害を はじ めと し た様々な災害リ スク を 考慮し 、 県、 敦賀

市、 民間事業者等あら ゆる 関係者が連携し て、 災害リ スク の回避・ 低減の観点から 総

合的に防災まちづく り を 推進する。  

○都市計画区域内には、 笙の川や井の口川の沿川に洪水浸水想定区域が広がり 、 敦賀港

付近等には津波災害警戒区域が、 平地部を 取り 囲む山地の裾野部には、 土砂災害警戒

区域等も 分布し ている。 こ のため、 防災性を 高める地区計画制度の活用や、 避難地・

避難路の整備、 平時における住民への災害リ スク の周知、 避難体制の強化、 田んぼダ

ムの推進などハード ・ ソ フ ト 両面の対策により 災害リ スク の低減を図る。  

○居住誘導区域の一部が想定最大規模降雨時に浸水深 3m以上の区域に含まれており 、笙

の川や井の口川沿いには家屋倒壊等氾濫想定区域が広がっ ている 他、 津波災害警戒区

域も 一部含まれている。 こ のよ う な、 災害リ スク が特に高いエリ アについては、 立地

適正化計画の居住誘導区域等から 除外するこ と を検討する。  

○用途地域外の災害リ スク を 回避・ 低減でき るよ う 、 開発許可制度を 運用し ていく と と

も に、 開発の抑制に向けて、「 特定用途制限地域」 の適用、「 敦賀市土地利用調整条例」

の見直し 等について検討する。  

○指定避難所など災害時にも 特に機能確保が必要な施設が災害リ スク の高いエリ アに立

地し ている ケースも あり 、 必要に応じ て機能強化や配置見直し 、 民間施設等の活用を

図る。 また、 笙の川沿いでは、 ポンプ場や浄水場が家屋倒壊等氾濫想定区域に立地し

ており 、 こ れら の機能が維持さ れるよう 災害対策を 検討する必要がある。  

○大規模盛土造成地については、 安全性把握調査を 推進し 、 調査結果に基づき 必要な対

策を 検討する。 また、 危険な盛土によ る災害を 防止するため、 盛土規制法に基づく 宅

地造成等工事規制区域の指定を 推進する。  

○立地適正化計画の防災指針等に基づき 、 笙の川から 氣比神宮周辺にかけての老朽建築

物の割合が高い地区等において、「 防火・ 準防火地域の活用」、「 オープンスペースの確

保」、「 地域コ ミ ュ ニティ を 活かし た避難方法の確立」 など、 地域の防災性を 高める取

組みを 推進し ていく 。  
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■新旧対照表（ 敦賀都市計画区域の整備、 開発および保全の方針）  
※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

１  都市づく り の基本理念 
（ １ ） 港を活かし た産業、 歴史、 文化を育む都市づく り  

敦賀都市計画区域（ 以下、「 本都市計画区域」 と いう 。） は、 敦賀市の

みで構成さ れている単独都市計画区域である。  

嶺南地域の最も 東に位置し ており 、 北側は敦賀湾に面し 、 他の三方は

山地に囲まれ、 笙の川が市街地の中心部を 流れている 。 敦賀港が天然の

良港と し て北前貿易などで発展し 、 明治時代にはいち 早く 鉄道が敷かれ

るなど、 日本海に開かれた港町と し て都市づく り が進めら れている。  

敦賀市の用途地域の人口は減少傾向が続いており 、 高齢率が高く なっ

ている 。 また、 中心市街地では、 人口減少、 高齢化が更に進行し ている

と と も に、 低未利用地は増加傾向と なっ ており 、 中心市街地の空洞化に

なかなか歯止めがかから ない状況である。  

一方、 用途地域外の人口は増加傾向にあり 、 虫食い的な宅地への転換

によ り 農地が徐々に減少し 、 さ ら に、 農業従事者の高齢化や担い手不足

によ り 耕作放棄地も 増加し ている こ と から 、 良好な田園環境・ 景観の喪

失が懸念さ れる。  

こ れら に対応し ていく ためには、 住民が地域への誇り や愛着を 深めて

住み続けていき たく なる よ う に、 また他県の人が訪れ、 住みたく なるよ

う に、 住民参加・ 協働を 通し て、 個性を 活かし た魅力ある 都市づく り を

進めていく 必要がある。  

こ のため、 本都市計画区域では、「 敦賀港など環日本海交流の要衝であ

る と いう 恵まれた交通条件」、「 北陸道の総鎮守である 氣比神宮等の歴史

遺産や港の歴史を 伝える赤煉瓦倉庫等の文化的遺産」 およ び「 気比の松

原や中池見湿地等の優れた自然環境」 等の地域の資源・ 特性を 守り 、 活

かせるよ う 、 土地利用の規制・ 誘導、 市街地整備を 図る。  

また、 敦賀駅周辺では、 魅力ある 都市の玄関口と し て活力を 創出でき

る よ う 、 立地適正化計画等に基づく 中心市街地の再生の取組みを 、 官民

１  都市づく り の基本理念 
（ １ ） 港を 活かし た産業、 歴史、 文化を 育む都市づく り  

 

 

 

 

 

 

少子高齢化が進行し （ 平成 42 年には３ 人に１ 人が高齢者） 人口が平成

22 年を ピーク に減少に転じ ており 、 また、 財政は硬直化する傾向にある。

こ れら のこ と に加え、 全国的にイ ン フ ラ の整備が進み居住地の選択の幅

が広がっ てき ており 、 また、 余暇生活や心の豊かさ を 大切にする 人が増

加する 等価値観が多様化し ている 中、 都市間の競争が激化し ていく と 予

測でき る。  

また、 敦賀駅と 敦賀港の間の中心市街地では、 人口の減少や未利用地

の増加等の空洞化が進んでいる。  

こ れら に対応し ていく ためには、 都市の住民が地域への誇り や愛着を

深め安心し て住み続けていき たく なる よ う に、 また、 他の都市の人が訪

れ住みたく なる よ う に、 魅力あふれる 都市を 創造し ていかなければなら

ない。  

そこ で、 本都市計画区域では、「 敦賀港での貿易や流通を 背景と し た工

業や嶺南地域の中心的な役割を 担う 商業等の産業」、「 環日本海交流の要

衝である と いう 恵まれた交通条件」、「 港の歴史を 伝える 赤煉瓦倉庫等の

近代的な洋風の建築物等の歴史的・ 文化的な遺産」 およ び「 松原海岸や

中池見湿地等の優れた自然環境」 等の魅力的な都市の個性を 守り ・ 育て

ながら 、 適切な土地利用や市街地の整備を 行っ ていく 。  

 



2 

連携でよ り 一層推進し エリ ア価値の向上を 図る。 さ ら に、 国道 8 号のほ

こ みち指定などによる賑わいの創出を 促進する。  

一方、 農村地域では、 敦賀市土地利用調整条例などによ り 優良な農地

の保全や良好な集落環境の形成の他、 農村集落の活力の維持にも 配慮し

て土地利用の規制・ 誘導を 図る。  

その結果、 都市の快適性、 利便性の向上、 魅力的な都市空間の創出に

よ る 中心市街地の再生への取組みの促進、 農村地域における 営農環境や

田園環境、 地域コ ミ ュ ニティ の維持が期待さ れる。  

 

 

 

 

 

 

その結果、 都市の快適性、 利便性およ び防災性が向上し 、 人口や産業

の流出の抑制や都心居住の回帰によ り 都市が賑わい、 また安心し て暮ら

し ていける魅力ある都市空間の創出が期待でき る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 持続可能な多極連携型の都市づく り （ コ ン パク ト ・ プラ ス・ ネッ ト ワーク ）  

本都市計画区域では、 用途地域外の一部でミ ニ開発が相当数行われて

いる 一方、 市街地の低密度化・ スポン ジ化が進行し ており 、 今後も 人口

が減少し 高齢化し ていく 中、 地域コ ミ ュ ニティ の衰退が懸念さ れる と と

も に、「 商業、医療・ 福祉、地域公共交通等の都市サービスの縮小・ 撤退」、

「 防犯性の低下」、「 景観の悪化」 によ り 地域の生活利便性や居住環境が

低下し ていく おそれがある。  

本都市計画区域内の地域公共交通は、 都市の骨格と なる 地域鉄道（ ハ

ピラ イ ン ふく い線、 JR 小浜線） を 主軸と し て、 主要駅である敦賀駅に路

線バスやコ ミ ュ ニティ バス等のフ ィ ーダー交通が接続する こ と で、 地域

全体に展開さ れており 、 都市活動を 支える 重要な広域交通網と し て機能

し ている 。 し かし 、 人口減少や少子高齢化等による 利用者の減少、 運転

手や技術職員の人材不足など 地域公共交通の経営は厳し さ を 増し て い

る。  

 

地球温暖化など環境問題への更なる 対応が求めら れており 、 厳し い財

政的制約も ある中、 地域公共交通を軸と し て、 環境・ 経済（ 財政等）・ 社

会（ コ ミ ュ ニティ 等） 的にも 持続可能な都市づく り を 進めていく 必要が

ある。  

こ のため、 無秩序な市街化を 抑制する と と も に、 敦賀駅を はじ めと し

た地域拠点への都市機能・ 居住の誘導、 市街地内の低未利用空間の有効

利用を進め、 まと まり と メ リ ハリ のある市街地形成を 図る。  

また、 県全体の交通利便性が向上し ていく よ う に、 北陸新幹線やハピ

ラ イ ンふく い線、 JR 小浜線と の結節点である敦賀駅における交通結節機

能の強化に向けたフ ィ ーダー交通の充実、 既存駅の機能向上の他、 交通

DX、 他分野と の共創などによ り 、 地域公共交通ネッ ト ワーク の強化も 図

り 、 人口減少、 超高齢社会の時代にふさ わし い持続可能な多極連携型の

都市づく り を 進めていく 。  

（ ２ ） 持続可能な都市づく り  

本都市計画区域の用途地域外では、 都市西部の木崎地区や都市南部の

公文名地区等で開発が拡散し ている 。 今後も 、 大規模小売店舗の増加等

によ る 商業用地需要が発生する 可能性があり 、 加えて、 舞鶴若狭自動車

道の整備等にと も なう 宅地需要によ り 、 用途地域外に開発が拡散し てい

く 可能性があり 、 都市の西部や南部等にひろ がる田園等の自然的環境が

損なわれるおそれがある。  

また、 こ の開発の拡散によ り 公共施設の整備や維持管理の負担が増大

し ていく と 予想さ れる が、 長期に及ぶ景気低迷、 人口の減少およ び少子

高齢化の進行等の社会経済情勢を 考慮する と 、 今後、 投資目的で使う こ

と ができ る 財源が乏し く なっ ていく 可能性があり 、 更にこ の傾向が進行

するおそれがある。  

一方、 長期的には、 人口の減少や産業の空洞化が進行し 、 空き 地や空

き 建物が増加する こ と で、 地域社会の衰退や既存の都市施設の遊休化等

の問題が深刻になる地域が発生するおそれも ある。  

こ れら に対応し ていく ためには、 積極的に低炭素まち づく り 計画等を

活用し 、 環境や財政等の面で持続可能な都市を 目指し て、 公共交通と 土

地利用が一体と なっ たコ ン パク ト な市街地に誘導し ていかなければなら

ない。  

そこ で、 用途地域外では、 都市計画に加え環境・ 農林・ 防災に係る 土

地利用の規制・ 誘導方策も 活用し ながら 、 地域の実情や望まし い地域像

を 考慮し て、 都市的土地利用を き め細やかに抑制または制限し ていく と

と も に、 中心市街地では、 本都市計画区域だけでなく 嶺南地域全体が活

性化し ていく よ う に土地を 有効に利用し 、 また適切に市街地を 整備し て

いく こ と で、 まと まり と メ リ ハリ のある 市街地を 形成し ていく 。 また低

炭素まち づく り 計画等を 策定する こ と でまち づく り と 公共交通等を 一体

的に計画し 、 民間活力も 活かし ながら 低炭素化に関する 施策を 総合的に

推進する。  
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その結果、 生活利便性およ び居住環境の向上、 中心市街地の再生への

取組みの促進、 地域公共交通ネッ ト ワーク の利便性向上およ び効率的な

運営、 カ ーボンニュ ート ラ ルの実現、 公共投資の効率化が期待さ れる。  

 

その結果、 公共投資の効率性の向上、 農地等の里地や里山の自然的環

境の保全、 地域社会の維持およ び防犯性の向上等の効果が期待でき る。

また、 公共サービ スに対する 住民の負担の軽減、 効率的な公共交通の運

営、 高齢者等の日常生活や社会活動の利便性の向上およ び既存の都市施

設の遊休化の防止等人口の減少や高齢化に対応し た都市構造に誘導でき

ると 考える。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ３ ） 高速交通開通を活かす都市づく り  

敦賀港を 中心と し て 環日本海諸国と 対面する 地理的優位性を 有する

中、 北陸新幹線福井・ 敦賀開業、 舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備など

によ り 、 高速交通体系の整備は飛躍的に進展するこ と から 、 経済圏・ 観

光圏・ 生活圏が大き く 拡大し ていく 。  

また、 敦賀市を 中心に、 通勤・ 通学、 買い物等の広域的な日常生活圏

が形成さ れている中、 広域交通ネッ ト ワーク の整備進捗によ り 、 更に広

域的な圏域で都市活動が促さ れており 、 嶺南地域の中心都市と し ての重

要性がよ り 一層高まっ ている 。  

産業の生産拠点の国内回帰、 企業の地方移転も 進みつつある 中、 こ れ

ら の高速交通開通のイ ン パク ト を まち づく り に最大限活かすと と も に、

都市間の連携・ 交流を 促進する都市づく り を進めていく 必要がある。  

 

 

こ れら に対応する ため、 北陸自動車道敦賀 I C等の広域交通結節点の周

辺における 新たな産業拠点の形成、 広域交通結節点と 県内の産業拠点を

連絡する 国道 8 号等の整備など、 高速交通開通の効果を 最大化する 都市

基盤・ 機能の整備・ 配置を 、 計画的かつ一体的に進めていく 。  

また、 新たな産業拠点の周辺部における 潜在的な開発需要も 考慮し た

土地利用の規制・ 誘導、 都市圏を 支える 広域的・ 根幹的な都市施設であ

る舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備、 既存スト ッ ク の有効利用（ 共同利

用） など、 都市圏の広域性を ふまえた都市環境の構築を図る。  

その結果、 産業振興、 地域経済の活性化、 都市間の連携・ 交流の促進、

公共投資の効率化が期待さ れる。  

 

（ ３ ） 都市間の交流・ 連携を 促進する都市づく り  

少子高齢社会によ る 交通弱者の増加およ び今後も 増大する 都市施設の

維持費等、 取り 組むべき 課題がある。  

また、 製造品の出荷額や第２ 次産業就業者が減少し ている こ と から 、

産業の空洞化が進んでいるおそれがある。  

一方で、 本都市計画区域は、 古く から 環日本海、 関西圏およ び中京圏

を 連絡する 陸上・ 海上の交通の要衝に位置し ており 、 恵まれた地理的立

地条件を 活かし た都市づく り を 進め、 広域的な交流を 促進し ていく こ と

が求めら れている。  

こ れら に対応し ていく ためには、 都市基盤施設の整備・ 維持を 適切に

行い、 県内の地域間の連携を 促進し 、 県域だけでなく 更に広域的な圏域

での活発な交流を 促進する 北陸新幹線や舞鶴若狭自動車道の整備による

イ ン パク ト を まち づく り に活かし ていかなければなら ない。 また、 公共

交通の利便性向上によ り その利用促進を図っ ていく 必要がある。  

そこ で、 本都市計画区域では、 北陸新幹線や舞鶴若狭自動車道を 中心

と し て、 北陸圏、 関西圏、 中京圏、 首都圏と の交流およ び県内の各都市

と の連携を 促進する 交通網の整備を 推進し ていく 。 また、 小浜線や北陸

本線の利用を 促進する 。  

 

 

 

 

その結果、 交流人口が増大し 都市が賑わう こ と 、 産業が活性化する こ

と 、 必要な都市施設が効率的に整備さ れ財政の負担が軽減する こ と の効

果が期待でき る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ４ ） 安全・ 安心に住み続けら れる都市づく り  

本都市計画区域は、 笙の川や井の口川沿いなどに洪水浸水想定区域が

広がっ ており 、 こ れら の区域の一部は浸水深が 3m 以上になると 想定さ れ

る。 また、 河川の氾濫や河岸の浸食により 家屋倒壊等の被害が発生するお

それがある区域も 複数ある 。 さ ら に、 敦賀港付近には、 津波によ る浸水が

想定さ れる区域が、 平地部を 取り 囲む山地の裾野部には、 土砂災害のおそ

れのある区域が多数点在し ているなど、 洪水、 雨水出水の水害や土砂災害

等の災害リ スク が広く 分布し ており 、防災性の更なる向上が求めら れてい

る。  

北陸自動車道、 国道 8 号、 国道 365 号などが通行止めと なっ た「 令和 4

年 8 月豪雨」、 北陸自動車道の通行止め、 JR北陸本線の運休などにより 市

民生活に大き な影響を 与えた「 平成 30 年 2 月豪雪」、「 令和 3 年 1 月大雪」

と 自然災害が度々発生し ており 、単に利便性の高い都市的な住まい方を 求

めるだけでなく 、 安全・ 安心に関する意識、 地域の自助・ 共助に関する意

識が更に高まっ ている。  

こ れら に対応し ていく ためには、 災害リ スク の回避・ 低減の観点から

総合的な防災まち づく り を 推進し 、全ての住民が住み慣れた地域で安全に

安心し て暮ら し 続けら れる都市づく り を 進めていく 必要がある。  

こ のため、 水害や土砂災害等の災害リ ス ク を 考慮し た土地利用の規

制・ 誘導、 避難体制の強化、 計画的な避難地・ 避難路の整備、 河川改修の

推進などソ フ ト ・ ハード の両面から 都市の防災性の向上を 図る。  

また、 氣比神宮周辺の老朽木造住宅等の割合が高い地区では、 建築物

の耐火性を確保すると と も に、地域コ ミ ュ ニティ のつながり を 活かし た避

難方法の確立などに取り 組む。  

さ ら に、 盛土によ る 災害を 防止する ための規制区域（ 宅地造成等工事

規制区域） の指定、大規模盛土造成地の安全性把握調査の実施を 推進する。 

 

その結果、 水害や土砂災害等によ る 被害が軽減さ れ、 安全・ 安心に住

み続けら れる都市づく り が促進さ れる 。  

（ ４ ） 安全・ 安心に住み続けら れる都市づく り  

老朽化し た木造建築物が密集し た危険な地域、 水害や土砂災害の対策

が十分にさ れていない地域では、 防災性の向上が求めら れている。  

 

 

 

 

 

 

また、 東日本大震災を はじ めと する 自然災害を 契機と し て、 単に利便

性の高い都市的な住まい方を 求めるだけでなく 、 こ れまで以上に安全・ 安

心に関する意識、 地域コ ミ ュ ニティ に関する意識が高まり つつある。  

 

 

 

こ れら に対応し ていく ためには、 必要な都市施設の整備を 進めながら 、

全ての県民が住み慣れた地域で安全に安心し て住み続けら れる 都市づく

り が必要である。  

そこ で、 河川改修や砂防施設の整備、 市街地再開発事業等のハード 対

策、適切な土地利用の誘導や地域コ ミ ュ ニティ のつながり を活かし た避難

方法の確立などのソ フ ト 対策を あわせて防災対策を 進め、 安全・ 安心に住

み続けら れる都市づく り を 目指す。  

 

 

 

 

 

その結果、 地域住民の生命・ 財産を 守り 、 安全・ 安心が確保さ れる 事

が期待さ れる。  



7 

※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

２  区域区分の設定の判断 
（ １ ） 区域区分の設定の有無 

無し  

 

２  区域区分の設定の判断 
（ １ ） 区域区分の設定の有無 

無し  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 区域区分の設定の判断理由 

本都市計画区域の人口は減少傾向にあるが、「 世帯の分離、 住宅の敷地

規模拡大によ る 住宅用地需要」、「 製造品出荷額等の増加によ る 工業用地

需要」 が推測さ れると と も に、「 北陸新幹線など高速交通体系の整備」 に

伴い市街化の圧力が高まる と 考える 。 また、 用途地域外に開発が拡散し

ている傾向にあるこ と から 、 無秩序な市街化が進行する可能性がある。  

こ の無秩序な市街化は、 まと まり と メ リ ハリ のある 計画的な市街地形

成を 妨げると と も に、「 浸水や土砂災害など災害リ スク の高いエリ アでの

開発」、「 自然環境や営農環境の悪化」 等を 引き 起こ すおそれがあるため、

適切な方法でコ ント ロールし ていかなければなら ない。  

区域区分を設定し た場合、「 無秩序な市街化の抑制」、「 市街地内の低未

利用地の有効利用」、「 中心市街地への都市機能や居住の誘導」 など一定

の効果が見込める も のの、 現行の用途地域において、 市街化調整区域に

移行する 地区が生じ る こ と で、「 こ れま での計画的な都市づく り への影

響」、「 地価下落による社会的影響」 が懸念さ れる。  

こ のため、 区域区分により 県が一律に土地利用を 規制し ていく のでは

なく 、 県と 敦賀市と の適切な調整・ 役割分担のも と 、 地域の実情や望ま

し い将来像を 勘案し て、 立地適正化計画や「 特定用途制限地域」 等によ

り 、 き め細やかに土地利用の規制・ 誘導を 図っ ていく 。  

 

（ ２ ） 区域区分の設定の判断理由 

本都市計画区域では、 今後も 、 商業用地需要が発生する 可能性がある

が、 人口は減少傾向にあり 、 上記によ る 開発圧力は大き く はないため、

用途地域内に適切に誘導し ていく こ と で、 無秩序な市街化（ 用途地域外

への開発の分散） は防ぐ こ と ができ る 。 し かし 、 用途地域外での規制が

弱く 、 無秩序な市街化が進行する おそれがある。  

こ の無秩序な市街化は、 公共サービ スの効率性の低下、 地球温暖化の

進行、 生物多様性の減少、 災害の危険性の増大およ び営農環境の悪化等

の問題を 引き 起こ すおそれがある ため、 適切な方法でコ ン ト ロ ールし て

いかなければなら ない。  

区域区分を 設定し た場合、 無秩序な市街化の抑制、 市街地内の低未利

用地の有効利用および公共交通の効率性の向上の効果が見込める。  

し かし 、 区域区分は、 土地に関する 権利制限を 伴う 制度である こ と か

ら 、 区域区分設定の際には慎重な判断が必要と なる 。 現在の圧力の規模

から 考える と 、 区域区分の設定の適用性が高いと は言えず、 適切な用途

地域外での規制を 行えば、 無秩序な市街化の抑制は可能であると 考える 。 

こ のため、 区域区分で一律に土地利用を コ ント ロールするのではなく 、

県と 敦賀市と の適切な調整・ 役割分担のも と に、 農業振興地域制度等都

市計画以外の手法と の連携も 図り ながら 以下の方策を 活用し 、 地域の実

態・ 望まし い将来像に合っ たき め細やかな土地利用コ ン ト ロ ールを 図っ

ていく 。  

・「 開発行為の規制規模の引き 下げ」 によ り 、 良好な都市基盤整備を 促

す。  

・「 まち づく り 条例」 により 、 郊外の無秩序な開発等の都市の問題を 改

善し 、 地域の個性を活かし た魅力あるまちづく り を 推進する。  

・「 特定用途制限地域」 によ り 、 主要な幹線道路沿道や I C周辺等におい

て、 郊外での開発を促進するよう な大規模小売店舗等の立地を 規制す

る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

３  市街地の規模と 配置 
（ １ ） 10 年後の市街地のおおむねの規模と 配置 

北陸新幹線福井・ 敦賀開業、 舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備など高

速交通体系の整備が飛躍的に進展する と と も に、 産業の生産拠点の国内

回帰、 企業の地方移転が全国的に進みつつある中、 本都市計画区域では、

製造品出荷額等が増加する 見込みである 。 こ のため、 広域交通結節点と

なる高速道路 I C 周辺において、「 土地利用や都市基盤整備の状況・ 見通

し 」、「 周辺の営農環境、 自然環境への影響」 等を 勘案し て、 需要に応じ

た新たな産業拠点の形成を 検討する。  

一方、 10 年後のおおむねの人口規模に応じ た可住地が用途地域内に確

保さ れており 、 住宅用地は現在の用途地域を基本に誘導し ていく 。  

 

 

 

 

 

なお、 用途地域のう ち 現に市街化さ れておら ず、 当分の間営農が継続

さ れる こ と が確実である こ と 等によ り 、 市街地整備が図ら れる 見込みが

ない区域で、 当該用途地域の一体的かつ計画的整備を 図る う えで支障の

ないも のは、 農業振興地域制度の適正な運用なら びに自然的環境を 保全

するための土地利用規制を 図っ た上で、 用途地域の指定廃止を 検討する。 

                                    （ 単位： ha）  

おおむねの市街地の規模 R2 R12 

敦賀都市計画区域    1, 672    1, 711 以内 

※R12 のおおむねの市街地の規模のう ち、 R2 から の増加分 39ha は、 今後

10 年間で新たに必要と なる工業用地面積と し て、 製造品出荷額等に基づ

き 推計し たも のであり 、 こ の規模の範囲内で、 新たな産業拠点の形成に

向けて、 工業用地需要等に応じ た計画的な市街地形成を検討し ていく 。  

３  市街地の規模と 配置 
（ １ ） 10 年後の市街地のおおむねの規模と 配置 

既に 10 年後のおおむねの人口規模に応じ た住宅用地と し ての用途地域

は確保さ れており 、 また産業の規模が縮小し ていく 傾向にある 中、 産業

に要する計画的かつ具体的な市街化の見通し がないため、 10 年後のおお

むねの市街地の規模は以下に示す現在の用途地域の規模の範囲内と し 、

その配置は現在の用途地域の配置を基本と する。  

ただし 、 敦賀市は、 北陸本線、 北陸自動車道および敦賀港を 活用し た

環日本海交流の要所であり 、 今後、 北陸新幹線の開業およ び舞鶴若狭自

動車道の整備によ り 広域的な交通結節機能が更に高まっ ていく こ と が予

測でき る ため、 北陸自動車道敦賀Ｉ Ｃ 周辺等、 流通や観光等の産業用地

の需要が高く なる 地域では、 周辺環境に配慮し ながら 、 新たな用途地域

の指定を 検討する。  

また、 用途地域内の土地を 有効に利用する ため、 人口減少や産業の空

洞化によ り 、 空き 地、 空き 建物が点在する 地区では、 土地の再編・ 集約

化を 検討する 。  

なお、 現在の用途地域内で、 将来的に市街化の見込みがなく 自然的環

境を 維持する こ と が望まし い地域については、 自然的環境を 保全するた

めの土地利用規制を図っ た上で、 用途地域の指定廃止を 検討する。  

 

 

（ 単位： ha）  

おおむねの市街地の規模 Ｈ 22 Ｈ 32 Ｈ 37 

敦賀市 1, 664 1, 664 以内 1, 664 以内 
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 10 年後の市街地に配置するおおむねの人口、 世帯数 

                      （ 単位： 人）  

おおむねの人口 R2 R12 

敦賀都市計画区域 
  49, 200 

  （ 62, 500）  

  46, 600 

  （ 59, 200）  

※（  ） 内は都市計画区域人口 

    

（ 単位： 世帯）  

おおむねの世帯数 R2 R12 

敦賀都市計画区域 
  21, 300 

  （ 27, 100）  

  22, 000 

  （ 27, 900）  

※（  ） 内は都市計画区域世帯数 

 

 

（ ３ ） 10 年後の都市のおおむねの産業規模（ 過去のト レンド による将

来の見通し ）  

                               

（ 単位： 百万円）  

おおむねの商業年間販売額 R2 R12 

敦賀都市計画区域    155, 300    129, 100 

 

 

（ 単位： 百万円）  

おおむねの製造品出荷額等 R2 R12 

敦賀都市計画区域    132, 500    227, 700 
 

（ ２ ） 10 年後の市街地に配置するおおむねの人口、 世帯数 

                      （ 単位： 人）  

おおむねの人口 Ｈ 22 Ｈ 32 Ｈ 37 

敦賀市 
52, 400  

（ 65, 400）  

50, 700  

（ 63, 200）  

 49, 300  

 （ 61, 400）  

  ※（  ） 内は都市計画区域人口 

    

（ 単位： 世帯）  

おおむねの世帯数 Ｈ 22 Ｈ 32 Ｈ 37 

敦賀市 
20, 500  

（ 25, 500）  

21, 500  

（ 26, 800）  

21, 900 

（ 27, 300）  

※（  ） 内は都市計画区域世帯数 

 

 

（ ３ ） 10 年後の都市のおおむねの産業規模（ 過去のト レ ンド による将

来の見通し ）  

    

（ 単位： 百万円）  

おおむねの商業年間販売額 Ｈ 19 Ｈ 32 Ｈ 37 

敦賀市 183, 700 175, 500 171, 900 

※行政区域全体の商業年間販売額 

 

（ 単位： 百万円）  

おおむねの製造品出荷額等 Ｈ 22 Ｈ 32 Ｈ 37 

敦賀市 111, 700 103, 700 98, 600 

※行政区域全体の製造品出荷額等 
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

４  土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針 
集約型都市構造に向けて市街地の再構築を 図る ため、 立地適正化計画

に基づく 取組みの着実な実現を図る。  

居住誘導区域、 都市機能誘導区域については、 人口動態、 経済活動、

市街地形成の成り 立ち 、 土地利用や都市基盤の状況・ 見通し 、 地域公共

交通の利便性、 災害リ スク 等を勘案し 、 メ リ ハリ を つけて設定する。  

 

（ １ ） 主要な用途の配置の方針 

土地の自然的条件、 土地利用や都市基盤整備の状況・ 見通し を 勘案し

て、 各用途を 適正に配置する こ と によ り 、 都市機能を 維持・ 増進し 、 か

つ、 居住環境の保護、 産業の利便の増進、 公害の防止等を 図り 、 適正な

都市環境を保持するよう に定める。 特に以下の事項に配慮し て配置する。 

① 既成市街地 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 商業施設、 業務施設および公共施設等

の各種都市機能が集積し ており 、 生活利便性が高い地域であるが、 低

未利用地は増加傾向であり 、 高齢化率については市全体より も 高く な

っ ている。 こ のため、 積極的に居住の誘導を図り 、 居心地が良く 歩き

たく なるまちなかを創出する。  

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の良好な低層住宅地の居住環

境を 維持する。  

ロ） 商業地 

○敦賀駅周辺は、 ハピラ イ ン ふく い線と JR 小浜線の鉄道、 バス路線お

よび幹線道路から なる 広域的な交通結節点であり 、 北陸新幹線福井・

敦賀開業により その重要性が更に高まるため、 嶺南地域での中心的な

商業地と し て、 商業施設や業務施設等の一層の集積を 図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地域の拠点と なる 商業地

を 維持する。  

４  土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針 
 

 

 

 

 

 

（ １ ） 主要な用途の配置の方針 

土地の自然的条件およ び土地利用の動向を 考慮し て、 各用途を 適正に

配分するこ と により 、 都市機能を 維持・ 増進し 、 かつ、 居住環境の保護、

産業の利便の増進、 公害の防止等適正な都市環境を 保持する よ う に配置

する。 特に以下の事項に配慮し て配置する。  

① 既成市街地 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅と 敦賀港の間の中心市街地では、 商業施設、 業務施設および公

共施設が集積し ており 、 生活利便性が高い地域であるが、 人口の減少

や空き 建物の増加等空洞化が進行し ている。 こ のため、 中心市街地の

活性化のために、 積極的に居住空間の配置を図る。  

 

○松原海岸周辺、 萩野町およ び泉ケ丘町等の良好な低層住宅地の居住環

境を 維持する。  

ロ ） 商業地 

○敦賀駅と 敦賀港の間の中心市街地は、 北陸本線と 小浜線の鉄道や、 バ

ス路線およ び幹線道路から なる 嶺南地域での広域的な交通結節点で

あり 、 嶺南圏域での中心的な商業地と し て商業施設や業務施設等の集

積を 図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地域の拠点と なる 商業地

を 維持する。  
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ハ） 工業地 

○呉羽町、 東洋町、 若泉町、 敦賀港北部等の工業地を 維持する 。  

 

② 新市街地 

○広域交通結節点と なる高速道路 I C 周辺において、 工業用地の需要に

対応するため、 新たな産業拠点と し て、 工業の利便性を 増進でき るよ

う 工業地の配置を 検討する。  

○敦賀港国際物流タ ーミ ナル拡張事業が計画さ れて いる 鞠山南地区に

おいて、 港湾機能と 都市機能の調和の観点から 、 用途地域の指定を 検

討する。  

 

ハ） 工業地 

○呉羽町、 東洋町、 若泉町、 敦賀港の北部および市街地の西部等の工業

地を 維持する。  

② 新たな用途地域の指定を 検討する地域 

○敦賀市は、 北陸本線、 北陸自動車道および敦賀港を 活用し た環日本海

交流の要所であり 、 今後、 北陸新幹線の開業および舞鶴若狭自動車道

の整備によ り 、 広域的な交通結節機能が更に高まっ ていく 都市であ

る。 こ のため、 流通業務地の需要が高く なる場合には、 周辺環境に配

慮し ながら 、 北陸自動車道敦賀 I C 等の交通の結節点で用途地域の指

定を 検討する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 用途の転換、 純化または複合化に関する方針 

① 用途の転換 

○工業地域や準工業地域に指定さ れているが、 工業ではない他の用途の

土地利用が進んでおり 、 今後も 工業の土地利用の需要が低く 住宅や商

業等他の土地利用の需要が高く なる場合は、 地区内や周辺の土地利用

状況および都市基盤の整備状況を 考慮し て、 住宅地や商業地等への転

換を 図る。  

○市役所周辺は、 コ ミ ュ ニティ バス等における交通結節点であるため、

日常生活を支える商業施設等の集積に向けて、 商業地等への転換を 図

る。  

○なお、 商業地に転換する際には、 敦賀駅周辺の都市の中心的な商業地

や県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地域拠点と なる 商業地

の維持・ 活性化に配慮する。  

 

② 用途の純化 

○集約型都市構造に向けて、 敦賀駅周辺等の地域拠点に都市機能を 誘導

し ていく ため、 準工業地域等においては「 特別用途地区」 を活用し 大

規模集客施設の立地規制を 図る。  

○新たに用途を 配置する 地区や良好な 環境が形成さ れている 市街地で

は、「 地区計画」 の積極的な活用を 図り 、 魅力ある市街地を 醸成する。 

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の低層住宅地では、 良好な居

住環境を 維持する。  

③ 用途の複合化 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 地域経済の維持・ 活性化や都心居住の

推進のために、 商業施設、 業務施設および公共施設等の誘導すべき 用

途を 明確にし 、 適切な土地利用調整を 行っ た上で、 複合的な土地利用

を 図る。  

○住宅地においても 、 超高齢社会の進行、 働き 方の多様化に対応し て、

日常生活に必要な施設、 職住近接を 支える施設と し て利活用するなど

（ ２ ） 用途の転換、 純化または複合化に関する方針 

① 用途の転換 

○工業地域や準工業地域に指定さ れている が、 工業ではない他の用途の

土地利用が進んでおり 、 今後も 工業の土地利用の需要が低く 住宅や商

業等他の土地利用の需要が高く なる場合は、 地区内や周辺の土地利用

状況および都市基盤の整備状況を 考慮し て、 住宅地や商業地等への転

換を 図る。 また、 敦賀駅東側の工業地については、 北陸新幹線開業に

伴い、 商業地の需要が高まる など必要が生じ た場合は、 用途の転換を

検討する。 なお、 商業地に転換する際には、 敦賀駅と 敦賀港の間の都

市の中心的な商業地や県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた地

域の拠点と なる商業地の維持・ 活性化に配慮する。  

 

 

 

② 用途の純化 

 

 

 

 

 

○松原海岸周辺、 萩野町および泉ケ丘町等の低層住宅地では、 良好な居

住環境を 維持する。  

③ 用途の複合化 

○敦賀駅と 敦賀港の間の中心市街地では、 地域経済の維持・ 活性化や都

心居住の推進のために、 商業施設、 業務施設および公共施設等の誘導

すべき 用途を 明確にし 、 適切な土地利用調整を 行っ た上で、 複合的な

土地利用を 図る。  
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都市アセッ ト の柔軟な利活用の需要がある場合は、 良好な居住環境を

維持し つつ「 特別用途地区」 や「 地区計画」 も 活用し ながら 複合的な

土地利用を図る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ３ ） 市街地における建築物の密度構成および高度利用に関する方針 

① 市街地における建築物の密度構成に関する方針 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を

推進するため、 土地利用の動向や都市施設の整備状況を考慮し て、 歩

いて暮ら すこ と ができ る高密度な土地利用を図る。  

○気比の松原周辺、 萩野町および古田刈等の良好な低層住宅地では、 戸

建て住宅でゆと り ある居住環境を 保つため、 比較的低密度な土地利用

を 図る。  

 

ロ） 商業地 

○敦賀駅周辺の中心市街地は、 鉄道路線や、 バス路線および幹線道路か

ら なる 広域的な交通結節点であり 、 嶺南圏域の中心的な商業地と し

て、 土地利用の動向を 考慮し て、 既存の都市施設が有する機能を 有効

に活用でき 、 商業施設や業務施設等の集積を 可能にする高密度な土地

利用を 図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた商業地は、 地域の拠点と な

る商業地であるため、 比較的高密度な土地利用を 図る。  

ハ） 工業地 

○工業地・ 流通業務地は、 従来の景観や環境を 維持するため、 比較的低

密度な土地利用を 図る。  

 

② 高度利用に関する 方針 

敦賀駅周辺は、 ハピラ イ ンふく い線と JR小浜線の地域鉄道、 北陸自動

車道およ び敦賀港から なる 環日本海交流の要所で、 今後、 北陸新幹線の

福井・ 敦賀開業および舞鶴若狭自動車道 4 車線化の整備により 、 広域的

な交通結節機能が更に高まっ ていく 地区であり 、 都市の生活利便性を 向

上さ せる ため、 買回り 品を 扱う 商業施設や業務施設等の集積を 図る のに

ふさ わし い地区である。  

（ ３ ） 市街地における建築物の密度構成および高度利用に関する方針 

① 市街地における建築物の密度構成に関する方針 

イ ） 住宅地 

○敦賀駅周辺の中心市街地では、 家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を

推進するため、 土地利用の動向や都市施設の整備状況を考慮し て、 歩

いて暮ら すこ と ができ る高密度な土地利用を図る。  

○松原海岸周辺、 萩野町および泉ケ丘町等の良好な低層住宅地では、 戸

建て住宅でゆと り ある居住環境を 保つため、 比較的低密度な土地利用

を 図る。 また、 必要に応じ て最低敷地規模の設定や容積率・ 建ぺい率

の引き 下げを 行う 。  

ロ ） 商業地 

○敦賀駅と 敦賀港の間の中心市街地は、 鉄道路線や、 バス路線および幹

線道路から なる広域的な交通結節点であり 、 嶺南圏域の中心的な商業

地と し て、 土地利用の動向を 考慮し て、 既存の都市施設が有する機能

を 有効に活用でき 、 商業施設や業務施設等の集積を 可能にする高密度

な土地利用を 図る。  

○県道敦賀美浜線沿道の沢地区に配置さ れた商業地は、 地域の拠点と な

る商業地であるため、 比較的高密度な土地利用を図る。  

ハ） 工業地 

○工業地・ 流通業務地は、 従来の景観や環境を維持するため、 比較的低

密度な土地利用を 図る。  

 

② 高度利用に関する方針 

敦賀駅周辺は、 北陸本線と 小浜線の鉄道、 北陸自動車道およ び敦賀港

から なる 環日本海交流の要所で、 今後、 北陸新幹線の開業およ び舞鶴若

狭自動車道の整備によ り 、 広域的な交通結節機能が更に高まっ ていく 地

区であり 、 都市の生活利便性を 向上さ せる ため、 買回り 品を 扱う 商業施

設や業務施設等の集積を図るのにふさ わし い地区である。  
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こ のため、 敦賀駅周辺では、 都市における 人口や商業等の産業の見通

し およ び望まし い中心市街地の将来像を ふまえ、 土地利用の動向および

都市施設の整備状況を 考慮し て、「 土地の高度利用」 または「 国際または

県際の交流も 視野に入れた広域的な都市機能の集積拠点化」 を 図る こ と

で、 県内外の人々が活発に交流する、 嶺南地域の拠点にふさ わし い賑わ

いのある 中心市街地を 形成する。  

 

こ のため、 敦賀駅周辺で、 都市における 人口や商業等の産業の見通し

およ び望まし い中心市街地の将来像を ふまえ、 土地利用の動向や都市施

設の整備状況を 考慮し て、 高度利用地区等を 活用し 土地の高度利用を 図

るこ と で、 国際または県際の交流も 視野に入れた嶺南地域での広域的な

都市機能の集積を 推進し 、 県内外の人々が活発に交流する 、 嶺南地域の

拠点にふさ わし い賑わいのある中心市街地を 形成する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ４ ） 用途地域外の土地利用の方針 

まと まり のある 市街地の形成や自然的環境の保全のために、 以下に示

す地域毎の土地利用の方針を ふまえ、 農林漁業に係る 土地利用と の調整

や農業振興地域制度の適正な運用を 図り ながら 、 用途地域外の開発は抑

制し ていく こ と を 基本と する 。  

 

① 特に開発を抑制または制限すべき 地域 

イ ） 自然環境を有する地域 

国定公園指定地域の敦賀湾の海岸や中池見湿地、 山地、 里山および

笙の川等の自然地は、 生物多様性の確保、 地球温暖化の防止、 水源の

かん養等のために、 開発の抑制を 図る 。  

ロ） 優良な農地を 有する地域 

一団と なっ た農地や土地改良事業等が施行さ れた優良な農地は、 基

礎的な農業の生産基盤であり 、良好な状態で維持・ 保全すると と も に、

農地が持つ保水機能の維持、 生物多様性の確保および田園風景の維持

のために、 開発の抑制を 図る。  

ハ） 良好な景観を 有する地域 

歴史的街並みや自然眺望等、 良好な景観を 有する地域は、 地域の個

性と し て次世代へと 継承し ていく ために、 開発の制限を図る。  

ニ） 自然災害の危険性が高い地域 

水害等の災害リ スク の高い地域では、 開発の制限を 図る。  

 

 

 

ホ） 無秩序な開発が予想さ れる地域 

幹線道路沿線な ど無秩序な開発が進行する おそれのある 地域につ

いては、「 特定用途制限地域」 を 設定する など、 適切な方法によ り 、

開発の制限を 図る 。 特に新たな幹線道路を 整備する 場合は、「 特定用

途制限地域」 等の開発制限を 事業着手までに設定する。  

（ ４ ） 用途地域外の土地利用の方針 

まと まり のある 市街地の形成や自然的環境の保全のために、 以下に示

す地域毎の土地利用の方針を ふまえ、 農林漁業に係る 土地利用と の調整

や農業振興地域制度の適正な運用を 図り ながら 、 用途地域外の開発は抑

制し ていく こ と を 基本と する。  

 

① 特に開発を 抑制または制限すべき 地域 

イ ） 自然環境を 有する地域 

国定公園指定地域の敦賀湾の海岸や中池見湿地、 山地、 里山および

笙の川等の自然地は、 生物多様性の確保、 地球温暖化の防止、 水源の

かん養等のために、 開発の抑制を 図る。  

ロ ） 優良な農地を 有する地域 

一団と なっ た農地や土地改良事業等が施行さ れた優良な農地は、 基

礎的な農業の生産基盤であり 、良好な状態で維持・ 保全する と と も に、

農地が持つ保水機能の維持、 生物多様性の確保および田園風景の維持

のために、 開発の抑制を図る。  

ハ） 良好な景観を 有する地域 

歴史的街並みや自然景観等、 良好な景観を 有する地域は、 地域の個

性と し て次世代へと 継承し ていく ために、 開発の制限を図る。  

ニ） 自然災害の危険性が高い地域 

土砂災害・ 津波の危険性の高い地域では、 開発の抑制を図る。  

河川氾濫により 甚大な浸水被害の可能性が高い地域は、 浸水想定区

域や浸水実績マッ プ 等の防災情報の公表など によ り 開発の抑制を 図

る。  

ホ） 無秩序な開発が予想さ れる地域 

幹線道路沿線など無秩序な開発が進行する おそれのある 地域につ

いては、 特定用途制限地域を 設定するなど、 適切な方法により 、 開発

の制限を 図る。 特に新たな幹線道路を 整備する場合は、 特定用途制限

地域等の開発制限を事業着手までに設定する。  
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② その他の地域 

○農村集落は、 昔ながら の良好な集落環境を維持し 、 田園風景に調和し

た土地利用を 図る。 また、 農村集落の隣接部では、 農家の世帯分離、

U タ ーン 等によ る宅地需要がある 場合は、 良好な生産基盤を 確保し 、

「 土地利用や基盤整備の状況・ 見通し 」、「 義務教育施設等の公共施設

の立地状況」、「 自然環境、 営農環境、 集落環境への影響」、「 災害リ ス

ク の回避・ 低減」 を 十分に勘案し た上で、 適切な規模の開発を 許容す

る。  

○粟野地区など、 新興住宅地等の都市的な土地利用を 行っ ている 地域

は、 自然環境や田園風景に調和し た土地利用を 図る。  

○優良な農地以外の農地等の自然的環境を 有する地域も 、 保全する こ と

を 基本と する。  

 

② その他の地域 

○農村集落は、 昔ながら の良好な集落環境を維持し 、 田園風景に調和し

た土地利用を 図る。 また、 農村集落の隣接部で、 農家の世帯分離によ

る宅地需要がある場合は、 良好な生産基盤を 確保し 、 自然環境、 集落

環境、 営農環境、 雨水の流出増加の防止、 および災害の危険性に配慮

し た上で、 適切な規模の開発を 許容し 、 集落の地域社会を 維持する。  

 

 

○新興住宅地等の都市的な土地利用を 行っ ている地域は、 自然環境や田

園風景に調和し た土地利用を 図る。  

○優良な農地以外の農地等の自然的環境を 有する地域も 、 保全するこ と

を 基本と する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ５ ） 土地利用の規制・ 誘導方策の活用方針 

○主要な幹線道路沿道など 郊外で の開発を 促進する よ う な大規模小売

店舗等が立地する おそれがある 地域については、「 通勤等に係る 道路

交通」、「 土地利用の分布や規制」 および「 地価」 の状況や今後の見通

し 等の実態を ふまえて、「 特定用途制限地域」 の適用を 検討する。  

○無秩序な住宅地の拡大を 抑制し 、 居住誘導区域への人口集約を促進す

るため、 居住調整地域の指定、 土地の流動化も 勘案し た敦賀市土地利

用調整条例の見直し を 検討すると と も に、 敦賀市の立地適正化計画に

よる居住誘導策を 推進する。  

 

 

 

○地域の環境を損なう よう な中高層の建築物の建築を 抑制し 、 宅地開発

が地域環境に調和するよう に「 建築形態コ ント ロール（ 建ぺい率、 容

積率等）」 の見直し を 必要に応じ て検討する。  

○「 土地利用の分布や規制」 および「 地価」 の状況や今後の見通し 等の

実態を ふまえて、 良好な居住環境や景観を 損なう よう な施設が立地す

る 恐れがある 農村集落等については、「 地区計画」 によ る 建築物の用

途・ 形態等の制限の適用を 検討する。  

○農業振興地域制度の適正な運用により 、 優良農地等の保全を 図る。  

（ ５ ） 土地利用の規制・ 誘導方策の活用方針 

○主要な幹線道路沿道の中で、「 通勤等に係る 道路交通」、「 土地利用の

現況や規制」 およ び「 地価」 の状況や今後の見通し 等の実態を 踏まえ

て、 郊外での開発を促進するよう な大規模小売店舗等が立地するおそ

れがある地域については、 特定用途制限地域の適用を 検討する。  

 

 

 

 

○良好な都市基盤が整備さ れない不良な市街地の形成を防止し 、 コ ンパ

ク ト で持続可能なまちづく り を 進めるため、 土地利用調整条例による

開発行為の規制規模の引き 下げを 維持する。  

○地域の環境を損なう よう な中高層の建築物の建築を 抑制し 、 宅地開発

を 地域環境に調和するよう に「 建築形態コ ント ロール（ 建ぺい率、 容

積率等）」 を 必要に応じ て再検討する。  

○「 土地利用の現況や規制」 および「 地価」 の状況や今後の見通し 等の

実態を踏まえて、 良好な居住環境や景観を 損なう よう な施設が立地す

る恐れがある農村集落等については、 地区計画によ る建築物の用途・

形態等の制限の適用を 検討する。  

○農業振興地域制度の適正な運用により 、 優良農地等の保全を 図る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ６ ） 景観の保全等の方針 

○歴史的街並みや自然眺望等、良好な景観を 有する地域は、景観計画等、

景観法に基づく 手法により その景観の保全を 図る。  

○相生町や蓬莱町では、 近代的な洋風の建築物と 木造和風建築物が共存

し ているが、 老朽化し た建築物が密集し 防災性の低い地域も あるこ と

から 、 防災性の向上に配慮し た上で、 こ の良好な歴史的遺産を 活かし

た街並みの形成を 図る 。  

○幹線道路の沿道等に設置さ れる屋外広告物については、 福井県屋外広

告物条例等を 活用し 、 周辺の良好な景観と 調和するよう 誘導を 図る。  

 

（ ６ ） 景観の保全等の方針 

○歴史的街並みや自然景観等、良好な景観を 有する地域は、景観計画等、

景観法に基づく 手法により その景観の保全を図る。  

○相生町や蓬莱町では、 近代的な洋風の建築物と 木造和風建築物が共存

し ているが、 老朽化し た建築物が密集し 防災性の低い地域も あるこ と

から 、 防災性の向上に配慮し た上で、 こ の良好な歴史的遺産を 活かし

た街並みの形成を 図る。  

○幹線道路の沿道等に設置さ れる屋外広告物については、 福井県屋外広

告物条例等を 活用し 、 周辺の良好な景観と 調和するよう 誘導を 図る。  

 

（ ７ ）  自然災害等への対策の方針 

○土砂災害の危険性の高い地域では、 危険を 周知し 警戒避難体制の整備

を 図る。特に危険性の高い地域では、特定の開発行為に対する許可制、

建築物の構造規制等を 行う 。  

○河川氾濫による水害の危険性が高い地域では、 浸水想定区域や浸水実

績マッ プ等の防災情報の公表などによ り 新たな開発を 抑制する と と

も に、 水害に強い地区への誘導を 図る。  

○農地等の貯水機能（ 流出抑制機能） 低下の抑制のために、 開発を 行う

場合の調整池の設置基準強化などにより 、 浸水被害の防止を図る。  

○防火地域と 準防火地域は中心的な商業地を 中心に既に指定さ れている

が、 結城町周辺地区で、 防火系の地域地区が指定さ れておら ず、 老朽

木造住宅等が密集し た地域がある。 こ れら の地域では、 防災性を高め

るために、 準防火地域の指定等を 図る。  

○地震・ 津波等の災害時に避難地や防災拠点等と なる都市公園の機能の

見直し を 図る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

５  都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針 
（ １ ） 交通施設について 

① 交通体系の整備の方針 

○都市間の交流と 連携を支援する幹線道路の整備を 促進する。  

○通勤・ 通学、 買い物等の日常生活が快適と なる道路ネッ ト ワーク の充

実を 図ると と も に、 生活空間における 道路の安全、 安心（ 歩道整備、

バリ アフ リ ー化） を 確保し 、 住みやすい環境基盤を 整備する。 また、

自動車に頼ら ず誰も が容易に移動でき るよう 、 鉄道やバスなどの公共

交通機関と の連携を強化し 、 交通の基盤づく り を 推進する。  

○大規模災害時においても 、 人やモノ の輸送を安定的に確保するため、

重要物流道路や緊急輸送道路などの防災・ 減災対策を 進めると と も に、

複数ルート が確保でき る道路ネッ ト ワーク の形成を 推進する。  

○長期未着手の都市計画道路については、 都市の状況・ 将来像、 整備の

実現可能性を 勘案し 、都市計画の廃止、変更を 含めた見直し を 進める。 

○新たに幹線道路を 配置する 際には、 計画的な市街地形成を阻害するお

それのある開発を誘発し ないよう に、 道路交通処理機能が低下し ない

よう に、 更に自然的環境が損なわれないよう に、 道路の位置や構造の

調整および沿道の土地利用規制を 図る 。  

○道路施設の老朽化対策については、 長寿命化修繕計画に基づき 計画的

に実施すると と も に、 事後保全から 予防保全への転換を図るこ と によ

り 、 持続可能な道づく り を 推進する。  

○敦賀港については、 地域経済の活性化のため、 港湾機能の強化を図る

と と も に、 利用拡大を 進める。  

 

 

 

 

 

５  都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針 
（ １ ） 交通施設について 

① 交通体系の整備の方針 

 

北陸新幹線の整備に伴い、 バス路線や鉄道路線の維持、 活性化を 図り 、

過度に自動車に依存する交通体系から 自動車と 公共交通が共存でき る、誰

も が利用し やすく 環境にも やさ し い交通体系へ転換する。  

 

 

 

 

 

 

 

新たに道路を 配置する 際には、計画的な市街地形成を 害するよう な無秩

序な開発を誘発し ないよう に、道路交通処理機能が低下し ないよう に、更

に自然的環境が損なわれないよう に、道路の位置や構造の調整および沿道

の土地利用規制を 図る。  

 

 

 

 

 

② 整備水準の目標 

県域を越えた広域的な交流、県内地域間の連携に寄与する道路整備によ

り 、 ２ 時間行動圏域（ 日帰り 圏）、 30 分で到達でき る周辺市町の増加を図

る。  

都市計画道路については、今後の社会情勢の変化と 広域交通網の整備の

動向から 計画を 見直し 、 必要な道路の整備を 図る。  
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② 主要な施設の配置の方針 

イ ） 公共交通関連施設の配置 

○地域鉄道（ ハピラ イ ンふく い線、 JR小浜線） を主軸と し て、 敦賀駅か

ら 展開する路線バスやコ ミ ュ ニティ バス等のフ ィ ーダー交通の充実に

より 、 地域公共交通ネッ ト ワーク の強化を 図る。  

○沿線市町や交通事業者と の意思疎通を 図り ながら 、 既存駅の機能向上

の他、 交通 DX、 他分野と の共創などにより 、 公共交通の利用環境の向

上を 図る。  

 

ロ） 道路の配置 

 

 

 

 

 

 

○新幹線効果を 最大限に活かし 、 経済の活性化および安全で安心な交通

の確保に寄与する敦賀第 2 環状道路の整備の必要性を 検討する。  

○既存道路空間の再構築等による歩行者・ 自転車空間の拡大により 、 心

地よさ が感じ ら れ、 賑わいのある美し い道路空間や緑豊かな、 ゆと り

ある空間を創出する。 また、 市街地内における自転車走行空間のネッ

ト ワーク 化を 進める。  

○道路の構造は、 自転車およ び高齢者・ 障がい者を 含む全ての歩行者が

安全かつ円滑に移動でき るよう に配慮する。  

 

ハ） 港湾の配置 

○敦賀港は、 鞠山南地区の拡張整備によ り 貨物の集約・ 物流の効率化を

進め、 国際物流タ ーミ ナルと し ての機能強化、 災害時における物資輸

送拠点と し ての機能強化を 図る。  

 

③ 主要な施設の配置の方針 

イ ） 公共交通関連施設の配置 

 

 

 

○交通結節機能を向上さ せ、 また広域交通網を 強化するために、 鉄道駅

等の交通結節点で、 公共交通の利用の需要を 考慮し て駐車場や駐輪場

の整備を 図る。  

 

ロ） 道路の配置 

○舞鶴若狭自動車道および関連アク セス道路の整備を 促進するこ と で、

敦賀港へのアク セスを一段と 強化し 、 関西、 中京、 北陸の物流ネッ ト

ワーク を 充実さ せると と も に、 災害時における東西方向の代替連絡機

能や緊急避難道路を確保する。  

○国道８ 号敦賀バイ パスや国道 27 号金山バイ パス等の地域間の交流と

連携を支援する道路の整備を 促進する。  

 

 

○市街地内の道路は、道路が有する公共空間の質的な向上を 図るために、

快適な歩行者空間の確保や歴史的な街並み等の景観等に配慮し て整備

する。  

 

○道路の構造は、 自転車および高齢者・ 障がい者を 含む全ての歩行者が

安全かつ円滑に移動でき るよう に配慮する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

③ 交通施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の交通施設を 以下に示す。  

路線名 整備予定区間 

国道 8 号 
敦賀市挙野～田結 

（ 敦賀防災道路）  

国道 8 号 
敦賀市白銀町～鉄輪町 

（ 歩道整備、 無電柱化）  

国道 8 号 
鳩原跨線橋 

（ 橋梁架替）  

国道 161 号 
敦賀市疋田～駄口 

（ 愛発除雪拡幅）  

敦賀港拡張整備 
鞠山南国際物流タ ーミ ナル 

（ 岸壁・ ふ頭用地）  

 

 

④ 交通施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の交通施設を 以下に示す。  

路線名 供用予定区間 

舞鶴若狭自動車道 小浜市～敦賀市 

敦賀南スマート Ｉ Ｃ （ 仮称）  敦賀市長谷 

国道８ 号 敦賀バイ パス 敦賀市田結～小河口 

国道 27 号 金山バイ パス 敦賀市坂下～美浜町佐田 

都市計画道路 岡山松陵線 敦賀市金山～若葉町１ 丁目 
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 下水道について 

① 下水道の整備の方針 

○「 福井県内の汚水処理施設整備の現状と 見通し 」 に基づいて、 公共下

水道・ 農業集落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な役割分

担のも と 、汚水処理施設の整備を 進め、未普及地域の早期解消を図り 、

良好な水環境の保全を 目指す。  

○施設の計画的な維持修繕、 広域化・ 共同化を 図るこ と により コ スト 縮

減に努め、 持続可能な経営を 目指す。  

○下水道施設の適切な運転管理を 図ると と も に、 下水道施設の「 防災」

と 「 減災」 を組み合わせた総合的な災害対策を 推進し 、 自然災害が発

生し た場合においても 下水道の有すべき 機能を 維持するこ と で、 安定

し た下水道サービスの提供を 目指す。  

○集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、 内水氾濫の被害リ スク が増

大し ているため、 雨水管整備等の浸水対策を推進する。  

 

（ ２ ） 下水道について 

① 下水道の整備の方針 

○汚水処理施設は、「 新・ 福井県汚水処理施設整備構想」 に基づいて、

公共下水道、 農業集落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な

役割分担のも と 、 長寿命化計画の策定や汚水処理施設の統合など持続

可能な経営への質的転換を 図り ながら 、 汚水処理施設の整備を 促進す

る。  

○未普及地域の早期解消を 図り 、 良好な水環境の保全を目指す。  

 

 

 

 

○都市化の進展により 、 雨水の地下浸透や貯留能力が減少し 、 雨水流出

量が増大する地域では、 雨水対策を推進する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

② 整備水準の目標（ 行政区域の整備水準）  

（ 単位： % ）  

普及率※1 R2 R12 

敦賀市 94（ 86） ※2 97（ 91）  

※1 普及率（ ＝汚水処理人口普及率）： 汚水処理施設（ 公共下水道、 農業

集落排水施設等、 合併処理浄化槽、 その他の汚水処理施設） の供用

人口※3／行政人口×100 

※2 （  ） は公共下水道の普及率： 公共下水道の供用人口／行政人口×100 

※ 3 供用人口： 汚水処理施設を 使用するこ と ができ る状況にある 人口 

 

③ 下水道の整備目標 

おおむね 10 年以内に下水道を 整備する地区を以下に示す。  

市町名 
おおむね 10 年以内に整備する地区 

用途地域内 用途地域外 

敦賀市 中郷、 粟野地区の各一

部 

松原地区の一部 

  

 

② 整備水準の目標（ 市町の行政区域の整備水準）  

（ 単位： ％）  

普及率※１  Ｈ 22 Ｈ 32 

敦賀市 88（ 75）  96（ 82）  

※１  普及率（ ＝汚水処理人口普及率）： 汚水処理施設（ 公共下水道、 農業

集落排水施設等、 合併処理浄化槽、 その他の汚水処理施設） の供用

人口※３ ／行政人口×100 

※２（  ） は公共下水道の普及率： 公共下水道の供用人口／行政人口×100 

※ ３  供用人口： 汚水処理施設を 使用するこ と ができ る状況にある人口 

 

③ 下水道の整備目標 

おおむね 10 年以内に下水道を 整備する地区を以下に示す。  

市町名 
おおむね 10 年以内に整備する地区 

用途地域内 用途地域外 

敦賀市 中郷、 粟野地区の各一

部 

松原地区の一部 
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ３ ） 河川について 

① 河川の整備の方針 

イ ） 治水機能の確保 

○気候変動による災害の激甚化・ 頻発化を踏まえ、 治水対策は従来の河

川改修による対策だけでなく 、流域のあら ゆる関係者（ 国・ 県・ 市町・

企業・ 住民等） と の協働により 、 田んぼダム、 校庭貯留や公園貯留等

の流域のあら ゆる既存施設を 活用し た流出抑制対策、 リ スク の低いエ

リ アへの居住や都市機能の誘導や住まい方の工夫等の地域づく り と 一

体と なっ た対策および危機管理対策を 効果的、効率的に組み合わせた、

流域全体で総合的かつ多層的な流域治水の推進を 図る。  

○「 人口や資産が集積し ている市街地を 流下する県民生活上特に重要な

河川」、「 浸水被害が頻発し ている河川」 等について重点的、 効率的な

治水対策を推進する。  

 

○河川改修に当たっ ては、 良好な水辺空間を 形成するため河川のも つ多

様な自然環境や生態系に配慮し た川づく り を推進する。  

○都市部を流れる河川の流域において、 著し い浸水被害が発生し 、 又は

そのおそれがあり 、 かつ、 河道等の整備による浸水被害の防止が市街

化の進展や自然的条件等により 困難な地域については、 特定都市河川

等の指定を検討し 、 雨水流出増加の抑制や流域の貯留・ 浸透機能の向

上、 水害リ スク を 踏まえた土地利用等の対策を 図る。  

 

 

ロ） 水と 緑豊かな水辺空間の保全と 整備 

○河川空間の整備においては、 河川が有する多様な自然環境の保全を 前

提に、 良好な都市空間の創出、 生物多様性の確保および河川の利活用

に配慮する。  

○敦賀市と 連携し て地域住民や河川愛護団体による 草刈清掃、 花壇整備

等の自主的な河川美化活動を 支援し 良好な河川環境を 保全・ 整備する。 

（ ３ ） 河川について 

① 河川の整備の方針 

イ ） 治水機能の確保 

 

 

 

 

 

 

 

○「 人口や資産が集積し ている市街地を 流下する県民生活上特に重要な

河川」、「 浸水被害が頻発し ている河川」、「 土地区画整理事業と の連携

など地域開発に関連し て緊急を 要する河川」 等について重点的、 効率

的な治水対策を推進する。  

○河川改修に当たっ ては、 良好な水辺空間を 形成するため河川のも つ多

様な自然環境や生態系に配慮し た川づく り を 推進する。  

○開発により 、 その土地が従来有し ていた浸透・ 貯留機能や遊水機能が

失われ河川に負担がかかるこ と のないよう に、 土地利用規制や開発事

業個別の調整池の設置など流域全体と し て総合的な治水対策を 推進す

る。  

 

○井の口川や笙の川などにおいて、 必要に応じ て津波遡上対策を 検討す

る。  

ロ） 水と 緑豊かな水辺空間の保全と 整備 

○河川が有する多様な自然環境の保全を 前提に、 都市の潤いのある憩い

空間、 身近に自然と ふれあえる空間と し て整備する。  

 

○市町と 連携し て地域住民や河川愛護団体による草刈清掃、 花壇整備等

の自主的な河川美化活動を 支援し 良好な河川環境を 保全・ 整備する。  
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② 河川の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。   

整備方針 河川名 全体計画延長（ km） ※1 整備内容 
おおむね 10 年以内に整

備する区間（ km） ※2 

治水機能

の確保 

笙の川 1. 5km 

（ 河 口 ～ 木 の 芽 川 合 流

点）  

河 床 掘

削、 橋梁

の改築・

補強 

（ 完成）  

井 の 口

川 

4. 7km 

（ 河口～大瀬川合流点）  

河 床 掘

削、 河道

拡幅 

0. 8km（ 河口～安堵橋）  

0. 5km（ 三味線川合流点

～国道 27 号）  

※1 （  ） 内は全体計画区間を示す。  

※2 （  ） 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を 示す。 但し 、 おおむね

10 年以内に完成する河川等は、「 完成」 する旨を示す。   

 

（ ４ ） その他の都市施設について 

○その他の都市施設を 配置する場合は、住民の生活や産業活動の利便性、

居住環境や自然的環境の保全および土地利用や都市基盤整備の動向等

を 考慮し 、 また都市機能を 維持・ 増進し 、 安全で安心し て生活でき る

良好な都市環境が形成さ れるよう に配慮する。  

○中心市街地の活性化、 居心地が良く 歩き たく なるまちなかの形成、 子

ど も から 高齢者までが安心し て活動でき る 公共空間づく り 等のため

に、 敦賀市立地適正化計画における「 都市機能誘導区域」 や「 誘導施

設の設定」 に基づき 、 敦賀駅周辺の交通結節点を はじ めと し た地域拠

点に教育文化施設、 医療施設、 社会福祉施設等の都市機能の集約を図

る。  

 

② 河川の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。   

整備方針 河川名 全体計画延長（ kｍ） ※１  整備内容 
おおむね 10 年以内に整

備する区間（ km） ※２  

治水機能

の確保 

井 ノ 口

川 

4. 7（ 河口～大瀬川合流

点）  

河道拡幅 0. 5（ 豊橋～三味線川合

流点）  

※１ （  ） 内は全体計画区間を示す。  

※２ （  ） 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を 示す。 但し 、 おおむね

10 年以内に完成する 河川等は、「 完成」 する旨を示す。   

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） その他の都市施設について 

○その他の都市施設を 配置する場合は、住民の生活や産業活動の利便性、

居住環境や自然的環境の保全および土地利用や都市基盤整備の動向等

を 考慮し 、 また都市機能を 維持・ 増進し 、 安全で安心し て生活でき る

良好な都市環境が形成さ れるよう に配慮する。  

○子ども から 高齢者までが安心し て活動でき る公共空間・ 移動空間づく

り 、全ての住民の生活利便性の向上や中心市街地の活性化等のために、

交通の利便性が高い敦賀駅等の交通結節点で、 教育文化施設、 医療施

設および社会福祉施設等の公益的施設の集積を 図る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

６  市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針 
（ １ ） 基本方針 

市街地の低密度化・ スポン ジ化が進行し ており 、 市街地開発事業は、

集約型都市構造に向けて市街地の再構築を 図る ために活用し ていく こ と

を 基本と する。  

市街地の再構築における市街地開発事業は、「 鉄道駅周辺など都市機能

を 集積さ せる べき 既成市街地の地域拠点であり ながら 有効な土地利用が

なさ れていない地区」、「 都市基盤が不十分な密集市街地において、 防災

性の向上や居住環境の改善が必要な地区」 を中心に活用し ていく 。  

一方、 高速交通開通の効果を 最大化する 都市基盤・ 機能の整備・ 配置

を 、 計画的かつ一体的に進めていく こ と も 重要であり 、 広域交通結節点

と なる高速道路 I C周辺における新たな産業拠点形成に向けて市街地開発

事業を活用し ていく 。  

また、 市街地開発事業を 実施する 場合、 目指すべき 将来の市街地像を

ふまえ、 質の高い良好な市街地環境が形成さ れるよ う 「 地区計画」 を 併

せて活用する。  

 

６  市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針 
（ １ ） 基本方針 

都市における 核家族化の進行等によ る 新たな宅地の需要に対応し 、 ま

た、 既成市街地内の居住環境の改善や防災性の向上のために、 市街地内

の公共施設整備が不十分な地区において計画的な市街地整備を 図る。  

 

 

 

 

また、 既成市街地内で、 交通結節点にあり 、 商業施設や業務施設等を

集積さ せる べき 地区であり ながら 有効な土地利用がなさ れていない地区

については、 土地区画整理事業や市街地再開発事業等の推進を 図る。  

 

 

 

 



29 

※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ２ ） 市街地開発事業の決定の方針 

○用途地域内の都市基盤が不十分な地区においては、 宅地需要を 考慮し 、

ゆと り ある居住環境の確保や産業の活性化等のため、 都市の人口フ レー

ム、 産業フ レ ームを ふまえ、 必要に応じ て土地区画整理事業の活用を図

る。  

○都市機能を 集積さ せる べき 既成市街地の地域拠点であり ながら 有効な

土地利用がなさ れていない地区においては、 低未利用地の集約による土

地の有効利用、 駅前広場や幹線道路など都市施設の整備拡充に向け、 土

地区画整理事業の活用を 図る。  

○既成市街地において、 敷地が細分化さ れ、 低未利用地が点在し ている よ

う な地区で、 道路等の都市施設を整備する場合は、 敷地の再編・ 集約化

を 目的と し た土地区画整理事業の活用を図る。  

○老朽木造住宅等が密集し 道路等の都市施設の整備が不十分なため、 防災

上・ 居住環境上問題がある 可能性のある地区においては、 防災性の向上

と 居住環境の改善を 図るために、 実態を 十分調査し た上で、 歴史的街並

みの維持や調和に配慮し ながら 土地区画整理事業等の活用を図る。  

 

 

○鉄道駅周辺の中心市街地で、 商業施設や業務施設等の集積地であるにも

かかわら ず有効な土地利用がなさ れていない地区、 防災上危険な密集地

区においては、 細分化さ れた敷地の統合、 不燃化さ れた共同建築物の建

築、 都市機能や居住の集積、 公共施設空間や有効空地の確保のため、 都

市基盤や周辺環境への影響等も 勘案し て、 市街地再開発事業等の活用を

図る 。  

○市街地再開発事業等を実施する 場合には、 地域の床需要に合わせて保留

床の規模を決定するなど、 まちの実情にあっ た計画と する 。  

 

（ ２ ） 市街地開発事業の決定の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一定の基盤整備がなさ れている既成市街地内で、 敷地が細分化さ れ、 低

未利用地が点在し ている地区においては、 公共施設の整備と あわせ、 敷

地の再編・ 集約化を目的と し た土地区画整理事業の推進を 図る。  

○老朽木造住宅等が密集し 道路等の都市施設の整備が不十分なため、 防災

上・ 居住環境上問題がある可能性のある地区においては、 防災性の向上

と 居住環境の改善のために、 実態を 十分調査し た上で、 歴史的街並みの

維持や調和に配慮し ながら 土地区画整理事業等の推進を図る。  

○敦賀駅周辺において、 低未利用地の集約によ り 土地を 有効利用する た

め、 土地区画整理事業の推進を図る。  

○商業施設や業務施設等の集積地である にも かかわら ず土地の有効利用

が不十分で、 また、 防災上も 問題がある地区において、 市街地再開発事

業等の推進を 図る。  

○防災上危険な密集地域においては、 細分化さ れた敷地の統合、 不燃化さ

れた共同建築物の建築、 公共施設空間の確保等、 防災性の向上を目的と

し て、 市街地再開発事業等の推進を図る。  

○市街地再開発事業等を 実施する場合には、 地域の床需要に合わせて保留

床の規模を決定するなど、 まちの実情にあっ た計画と する。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

 （ ３ ） 市街地整備の目標 

おおむね 10 年以内に整備する 予定の主な事業を 以下に示す。  

○土地区画整理事業 

事 業 実 施 地 区 施行地区面積  ha 

敦賀駅西地区 4. 7 
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

７  自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決

定等の方針 
（ １ ） 基本方針 

本都市計画区域は、 気比の松原や中池見湿地、 およ び笙の川等の主要

河川が優れた自然的環境を 形成し ている。  

また、 都市内では、 市街地が田園や里山に取り 囲まれており 、 多く の

小河川が流れている。  

こ のよ う な都市の自然的環境を ふまえ、 生態系やレ ク リ エーショ ン の

ネッ ト ワーク 機能の強化に向けて、 自然的環境の保全または整備を 図る。 

 

※自然的環境を 保全または整備する 際には、 自然環境データ 等に記載さ

れている 優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地等の

地域を 十分に考慮する。  

 

（ ２ ） 都市の緑の目標 

 

都市の緑の特色は、 市街地の周辺地域（ 用途地域外） に良好な緑地が

豊かに分布し 、 公共的なレ ク リ エーショ ン の場も 多く 整備さ れているこ

と にある 。 こ れら 周辺の緑地は、 市街地内の住民に供さ れる 緑地と し て

非常に重要な役割をも っ ている。  

こ のよ う な都市の緑の特色を 考慮し 、 市街地周辺の緑地を 含めた緑地

面積を市街地 （ 用途地域） 面積の 30%以上確保するこ と を 目標水準と す

る。  

 

また、 都市公園等の施設と し て整備すべき 緑地については、「 緑の基本

計画」 等において設定さ れた数値目標の達成を 目指し 、 地域の実情に応

じ た都市公園等を 整備する。  

７  自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決

定等の方針 
（ １ ） 基本方針 

本都市計画区域は、 松原海岸や中池見湿地、 および笙の川等の主要河

川が優れた自然的環境を形成し ている。  

また、 都市内では、 市街地が、 田園や里山に取り 囲まれており 、 多く

の小河川が流れている 。  

こ のよ う な都市の自然的環境を ふまえ、 生態系やレ ク リ エーショ ン の

ネッ ト ワーク 機能を 強化し ていく ために、 放射環状型の緑地を 基本構造

と し て、 自然的環境の保全または整備を図る。  

※自然的環境を 保全または整備する 際には、 自然環境データ 等に記載さ

れている 優れた風致や景観およ び貴重な動植物の生息地や生育地等の

地域を十分に考慮する。  

 

（ ２ ） 都市の緑の目標 

① 緑地の確保目標水準 

都市の緑の特色は、 市街地の周辺地域（ 用途地域外） に良好な緑地が

豊かに分布し 、 公共的なレ ク リ エーショ ン の場も 多く 整備さ れているこ

と にある 。 こ れら 周辺の緑地は、 市街地内の住民に供さ れる 緑地と し て

非常に重要な役割をも っ ている。  

こ のよ う な都市の緑の特色を 考慮し 、 市街地周辺の緑地を 含めた緑地

面積を市街地（ 用途地域） 面積の 30％以上確保するこ と を 目標水準と す

る。  

② 都市公園等の施設と し て整備すべき 緑地の目標 

敦賀市緑の基本計画に基づいて 計画的な 施設緑地等の整備進捗を 図

り 、 確保目標水準の達成を 目指す。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

（ ３ ） 主要な緑地の配置の方針 

○開発動向を ふまえ都市公園が不足し ている地域では、 生態系やレ ク リ エ

ーショ ンのネッ ト ワーク 機能の他、 防災機能も 考慮し 、 適切な規模・ 誘

致圏を 有する都市公園の配置を図る。また、既存の都市公園においては、

施設の老朽化の状況、 利用状況やニーズの変化、 将来の土地利用計画を

ふまえ、 改修または機能再編・ 拡充を 推進する。  

○市街地内の緑地や、その周辺に分布する田園、天筒山、木崎山等の里山、

屋敷林や鎮守の森および笙の川や井の口川等の河川等の緑地は、 都市の

良好な環境を 保全するために重要な役割を 果たし ているため、 身近な緑

地と し て親し める よう に保全する。  

○里山から 市街地への緑地の連続性を 確保するために、 環境に配慮し た河

川の整備や幹線道路の緑化等による緑のネッ ト ワーク 化を 図る。  

 

（ ４ ） 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針 

① 施設緑地（ 都市公園等）  

環境保全機能、 レ ク リ エーショ ン 機能、 防災機能およ び景観構成機能

等の確保や放射環状型緑地の形成を 勘案し 、 市街地内の低未利用地や歴

史・ 文化的資源を 活用し ながら 都市公園等を 整備し 、 グリ ーン イ ン フ ラ

の取組みを推進する。  

既存の都市公園のスト ッ ク を 有効活用する ための取組みと し て、 適正

な維持管理によ る公園施設の長寿命化、 民間活力を 活かし た公募設置管

理制度（ Par k-PFI ） の活用、 都市公園の再編・ 集約化を推進する。  

② 地域制緑地（ 風致地区、 緑地保全地域等）  

都市内の自然的環境を 保全するために、 優れた風致や景観およ び貴重

な動植物の生息地や生育地を 有する 緑地において、 開発の動向や建築物

の立地状況を 考慮し て、 風致地区や緑地保全地域等の活用を図る。  

 

（ ３ ） 主要な緑地の配置の方針 

○環境保全機能、 レク リ エーショ ン機能、 防災機能および景観構成機能を

も つ緑地を 確保する観点から 都市公園の整備を 進め、 特に市街地内で、

まと まっ た田園、 里山および河川等に近接せず、 緑地が少ない地区に、

緑地の整備や道路の緑化等を 促進する。  

 

○市街地内の緑地や、その周辺に分布する田園、天筒山、木崎山等の里山、

屋敷林や鎮守の森および笙の川や井ノ 口川等の河川等の緑地は、 都市の

良好な環境を 保全するために重要な役割を 果たし ているため、 身近な緑

地と し て親し めるよう に保全や整備を 図る 。  

○里山から 市街地への緑地の連続性を 確保する ために、 環境に配慮し た河

川の整備や幹線道路の緑化等による緑のネッ ト ワーク 化を 図る。  

 

（ ４ ） 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針 

① 施設緑地（ 都市公園等）  

環境保全機能、 レ ク リ エーショ ン 機能、 防災機能、 景観構成機能およ

び防犯機能の確保や放射環状型緑地の形成を 考慮し 、 用途地域内の未利

用地や歴史・ 文化的資源を 活用し ながら 都市公園等を 整備する。  

 

 

 

 

② 地域制緑地（ 風致地区、 緑地保全地区等）  

都市内の自然的環境を 保全する ために、 優れた風致や景観およ び貴重

な動植物の生息地や生育地を 有する 緑地において、 開発の動向や建築物

の立地状況を 考慮し て、 風致地区や緑地保全地区の活用を 図る。  
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※赤字は見直し 箇所 

改 定 計 画 （ 案）  現 行 計 画 

８  防災まちづく り の基本方針 
○都市計画区域内に存在する 水害を はじ めと し た様々な災害リ スク を 考

慮し 、 県、 敦賀市、 民間事業者等あら ゆる関係者が連携し て、 災害リ ス

ク の回避・ 低減の観点から 総合的に防災まちづく り を 推進する。  

○都市計画区域内には、 笙の川や井の口川の沿川に洪水浸水想定区域が広

がり 、 敦賀港付近等には津波災害警戒区域が、 平地部を 取り 囲む山地の

裾野部には、 土砂災害警戒区域等も 分布し ている。 こ のため、 防災性を

高める地区計画制度の活用や、 避難地・ 避難路の整備、 平時における住

民への災害リ スク の周知、 避難体制の強化、 田んぼダムの推進などハー

ド ・ ソ フ ト 両面の対策により 災害リ スク の低減を 図る。  

○居住誘導区域の一部が想定最大規模降雨時に浸水深 3m 以上の区域に含

まれており 、 笙の川や井の口川沿いには家屋倒壊等氾濫想定区域が広が

っ ている他、 津波災害警戒区域も 一部含まれている。 こ のよう な、 災害

リ スク が特に高いエリ アについては、 立地適正化計画の居住誘導区域等

から 除外するこ と を検討する 。  

○用途地域外の災害リ スク を 回避・ 低減でき るよう 、 開発許可制度を 運用

し ていく と と も に、 開発の抑制に向けて、「 特定用途制限地域」 の適用、

「 敦賀市土地利用調整条例」 の見直し 等について検討する。  

○指定避難所など災害時にも 特に機能確保が必要な施設が災害リ スク の

高いエリ アに立地し ているケースも あり 、 必要に応じ て機能強化や配置

見直し 、 民間施設等の活用を 図る。 また、 笙の川沿いでは、 ポンプ場や

浄水場が家屋倒壊等氾濫想定区域に立地し ており 、 こ れら の機能が維持

さ れるよう 災害対策を 検討する必要がある。  

○大規模盛土造成地については、 安全性把握調査を 推進し 、 調査結果に基

づき 必要な対策を 検討する。 また、 危険な盛土による災害を防止するた

め、 盛土規制法に基づく 宅地造成等工事規制区域の指定を 推進する。  

○立地適正化計画の防災指針等に基づき 、 笙の川から 氣比神宮周辺にかけ

ての老朽建築物の割合が高い地区等において、「 防火・ 準防火地域の活
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用」、「 オープンスペースの確保」、「 地域コ ミ ュ ニティ を 活かし た避難方

法の確立」 など、 地域の防災性を 高める取組みを 推進し ていく 。  

 


